
－４－

年号 日本銀行 金融一般

明治元年

(慶応３

～４年）

(1868年）

3.13〔2.20〕洋銀(メキシコ・ドル)の通用価

格を１枚につき金３分と公定する

3.16〔2.23〕古金銀通用停止の禁を解く

5.16〔4.24〕旧幕府の金座・銀座を接収

－〔４．－〕政府、イギリス製の造幣機械を

発注

６．９〔閏4.19〕金札(大政官札)発行の趣旨を

布告

B､15〔閏4.25〕会計官に商法司を置く

6.28〔５．９〕金札を７月４日〔５月15日〕から

発行する旨を布告(実際には東海･近畿地方

大洪水のため延期して７月１４日〔５月25日〕

から発行）

6.28〔５．９〕丁銀・豆板銀の通用停止を布告

7.19〔5.30〕商法会所を設置

－〔５－〕商法司、商法大意を布達

８．８〔６２０〕金札と貨幣(正金)との間に価格

差をつけることを取締まる

9.12〔7.26〕政府、幕府がフランス商社から

借入れた50万ドルを返済のため東洋銀行か

ら同額を借入れ

１１．７〔9.23〕租税上納はすべて金札を使用す

べき旨を布告

明治２年

(1869年）

3.17〔２．５〕造幣局設置、貨幣可廃止を布告

3.24〔2.12〕金・銀14囚廃１kを布告

４．３〔2.22〕通商可設置を布告

4.15〔３．４〕参与大隈璽信・造幣判事久世拾

作、貨幣形状の円形化と10進法の採用を建
識

4.26〔3.15〕商法可廃止



明治元年(慶応３～４年)～明治２年

（1868年～1869年）

－５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１．３〔１２．９〕王政復古宣言

1.27〔１．３〕鳥羽伏見の戦い(戊辰戦争お

こる）

４．６〔3.14〕５箇条の誓文発布

－〔３．－〕各地に農民騒乱発生(明治1０

年代まで頻発）

５．３〔4.11〕江戸開城

6」1〔閏4.21〕官制改革(太政官に７宮を

逝く）

９．３〔7.17〕江戸を来京と称する旨の詔書

公布

10.23〔９．８〕明治と改元、－世一元制とな

る

1111〔9.27〕日本・スウェーデン＝ノル

ウエー修好通商航海条約および貿易章程

調印(新政府最初の条約締結）

2.20〔1.10〕北ドイツ連邦と修好通商航海

条約調印

３．２〔１２０〕諸道の関門・関所を廃止

５．９〔3.28〕天皇､東京城に到若(東京遷都）

６．１〔4.21〕政府、米・英・仏・伊・北ド

イツと生糸・茶の輸出増税約書に調印

2.18英国、通貨調査委貝会設置

3．９ドイツ・オーストリア通商条約調印

7.14オーストリア・スイス通商条約調印

9.29スペイン革命おこる（イザベラ女王、

フランスへ亡命）

10.19スペイン、銀本位制採用

11.19英国、公定歩合引上げ、２→2.5％(1２

月３日３％）

4．１英国､公定歩合引上げ､３→４％（５月

６日4.5％、６月10日４％、２４日3.5％、

７月15日３％、８月19日2.5％､11月４日

3％）

4.27露清通商条約調印

5.１０米国、大陸横断鉄道完成



－６－

年号 日本銀行 金融一般

明治２年

(1869年） ７．７〔５．２８〕金札の増製を停止し今後鋳造す

る新貨幣と明治５年までに交換する旨を布

告

－〔５．－〕５月末から８月にかけて東京．

大阪・西京・横浜・神戸・新潟・大津・敦

賀に通商会社・為替会社の設立をみる

8」5〔７．８〕造幣局を造幣察と改称

－〔８．－〕為替会社・通商会社規則を制定

１０．７〔９．３〕大阪為替会社､金券を発行(以後

他の為替会社も発行）

10.21〔9.17〕民部省通商司から']､札を発行す

る旨を布告(民部省札）

12.11〔１１．９〕新鋳造貨幣の本位および補助賃

幣の種類・品位を定める

明治３年

(1870年）

１．６〔１２．５〕府藩県の紙幣製造禁止を布告

4.23〔3.23〕政府、鉄道建設のため九分利付

外国公債100万ポンドをロンドンで募集

5」3〔4.13〕横浜為替会社の洋銀券発行を許

可

5.13〔4.13〕三井組、貯蓄金の取扱いを命じ

られる



明治２年～明治３年

(1869年～1870年）

－７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

轄
裁

日
本
銀
行

6.27〔５』8〕戊辰戦争終わる

7.25〔6.17〕諸藩の版籍奉還を許し、藩知

事を任命

8.15〔７．８〕官制改革(太政官に民部･大

蔵･兵部･刑部･宮内･外務の６省を置く）

8.24〔7.17〕京都・東京・大阪３府を置き

県とする旨布告

9.17〔8.12〕大蔵・民部両省合併

9.20〔8.15〕蝦夷地を北海道と改称

1.26〔12.25〕東京・横浜lIH遜信開通

2.27〔1.27〕蒸気郵便親Hﾘ･商船規ⅡⅡを公

布

８．６〔7.10〕大蔵・民部両省分離

10.4〔9.10〕藩制改革を布告

10.13〔9.19〕政府、平民に苗字使用を許可

9.24ニューヨークに恐慌発生(暗黒の金曜

日）

9.-フランス、取引所恐慌発牛

11.1７スエズ運河開通

12.１０米国、最初の婦人参政権法成立(ワイ

オミング州）

－オーストリア､世界最初の郵便葉書発

行

7.19普仏戦争はじまる(1871年５月10日鋼

和成立）

7.21英国、公定歩合引上げ、３→3.5％(2３

日４％、２８日５％、８月４日６％、１１日

5.5％、１８日4.5％、２５日４％、９月１日

3.5％、１５日３％、２９日2.5％）

8.127ランス、銀行券の免換を停止(1877

年まで)、強制通貨とする

９．４フランス、共和同音言

9.2Ｏイタリア軍、ローマに入る(10月２日、

ローマはイタリアに併合、イタリア統一

完了）

”
松
平
慶
永

６１０１
伊
達
宗
城



－８－

年号 日本銀行 金融一般

明治３年

(1870年）

－〔閏10.-〕金札改所設置(にせ札流布に対

処）

明治４年

(1871年）

2.20〔１．２〕大隅璽信参議･井上韓大蔵少輔、

在米の伊麗博文あて手紙の中でパンク・オ

プ・ジャッパン鱗想を示す

１．２〔11.12〕太政官、新貨幣の本位および垂

量を裁定(－円銀貨を本位賃とする銀本位

制の採用）

2.18〔12.29〕米国出張中の大蔵少輔伊藤博

文､金本位制の採用、金札引換公債の発行、

紙幣発行会社の設立を建議

４．４〔2.15〕造幣察開業式

5.20〔４．２〕伊達大蔵卿･大隅参議ら､伊藤の

紙幣発行会社榊想を批判、正貨免換制度の

確立を主張

6.27〔5.10〕新貨条例および造幣現Mﾘを布告

(金本位制採用、円をもって単位とし、円以

下は銭・厘とする10進法採用、本位金貨二

十円・十円・五円・二円.－円、開港場に

限り貿易銀一円の無制限通用を認める）

7.22〔６．５〕三井組、御用為替方を命じられ

る

8.20〔７．５〕通商可廃止

8.29〔7.14〕滞札を本ロの相場によ')迫って

交換する旨を布告

－〔７．－〕三井組、免換銀行券発行銀行の

ｶﾘ立を出願(８月にいったん認可されたが

後に取消しとなる）

11.24〔10.12〕三井組名義による大蔵省免換証

券の発行を布告



明治３年～明治４年

（1870年～1871年）

－９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１１．２〔１０．９〕土佐開成商社#Ⅲ設(三菱のは

じまり）

12.12〔閏10.20〕工部省設置

１．３〔11.13〕徴兵親ＨＩ公布

3.14〔1.24〕郵便規則制定(３月１日実施、

東京・京都・大阪に郵便役所開設）

5.22〔４．４〕戸籍法制定(５年２月１日施

行、いわゆる壬申戸籍）

－〔５．－〕大蔵省､「会杜辮｣｢立会略則」

の２書を刊行

8.29〔７」4〕廃藩置県の詔書発布

9.11〔7.27〕民部省廃｣上

9.13〔7.29〕太政官制改正(正院･左院･右

院を撞く、９月24日には納言を廃し左右

大臣を置く）

9.13〔7.29〕日消修好条約・通商章程・海

関税11Ｉ調印

10.20〔９．７〕田畑勝手作りを認める

1.18Fイツ帝国成立（ドイツ統一完成）

3．２英国､公定歩合引上げ､2.5→３％(４

月１３日2.5％、６月15日2.25％、７月13日

２％、９月21日３％、２８日４％、１０月７

日５％、１１月１６日４％、３０日3.5％、１２月

14日３％）

3.26フランスでコミユーン選挙実施(３月

281F1、パIルコミユーン成立宣言）

５．８米英ワシントン条約調印

5.１０フランクフルトで独仏講和条約調印

10.27英国､南アフリカのダイヤモンド産出

地jIIlf併合

伊
達
宗
城

３

大
久
保
利
通

８



－１０－

年号 日本銀行 金融一般

明治４年

(1871年）

－〔11.-〕いわゆる明治初期の銀行論争

(国立銀行か金券銀行か)行われる

明治５年

(1872年） ２．５〔12.27〕新紙幣発行を布告

2.22〔1.14〕三井組名義による開拓使党換証

券の発行を布告

－〔２．－〕小野組、銀行設立を出願(３月、

大津為替会社も出願したがいずれも実現せ

ず）

5.24〔4.18〕｜日藩償は大蔵省が引受け処分す

る旨布告

一〔４．－〕新紙幣発行開始(８月にかけ百

円以下十銭まで９種類）

7.22〔6.17〕大蔵省、国立銀行条例案を大政

官に提出

一〔６．－〕三井組・小野組、国立銀行設立

を出願

9.17〔8.15〕三井組・小野組出願の第一国立

銀行設立ijg可

12.15〔11.15〕国立銀行条例・国立銀行成規公

布



明治４年～明治５年

(1871年～1872年）

－１１－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

12.10〔10.28〕府県官制を定める(府知事･県

知事の設置）

12.23〔11.12〕岩倉具ﾈM外務ﾘ則を全権大使と

する欧米使節同l}1発

１．７〔11.27〕県治条例を定める

２．４〔12.26〕司法省に東京裁判所を置く

(裁判所設謎のはじめ）

３．８〔1.29〕はじめて全国の人口調査実施

(戸籍簿縞成）

3.23〔2.15〕土地永代売買を解禁

5.20〔4.14〕外国人に土地および地券の充

却または抵当に入れることを禁止する旨

布告

6.12〔５．７〕品川・横浜間鉄遊仮開業

８．４〔７．１〕全国一般郵便を開設

９．５〔８．３〕学制を頒布

10.14〔9.12〕鉄道開業式(13日、新橋･横浜

IIH旅客運輸開始、わが国賦初の鉄道）

10.17〔9.15〕官営富岡製糸場開設(10月)に

あたり、東北各県へ工女募築方達す

１１．２〔１０．２〕人身売買禁止を布告

１２．９〔１１．９〕太陰暦を廃し太陽暦採用の詔

香を発布(12月３日を明治６年１月１日

とする）

12.28〔11.28〕徴兵令詔書発布(常備爪制度

確立）

12．４ドイツ､金貨鋳造法公布(金本位制採

用）

－カナダ、金本位制採用

1．９デンマーク中央銀行設立許可

4．４英国、公定歩合引上げ、３→3.5％(1１

日４％、５月９日５％、３０日４％、６月

１３日3.5％、２０日３％、７月18日3.5％、

９月18日４％､26日4.5％､10月３日５％、

10日６％、１１月９日７％、２８日６％、１２

月12日５％）

6.2５ドイツ帝国議会､イエズス会追放を識

決

11.15英仏通商条約調印

大
久
保

利
通



－１２－

年号 日本銀行 金融一般

明治５年

(1872年）

明治６年

(1873年）

1.13政府､諸禄整理のため七分利付外国公償

240万ポンドをロンドンで募集

3.25新旧公債証書発行条例公布

3.30金札引換公償証許発行条例公布

3.-横浜以外の為替会社解散を決定

7.17大蔵省に国債寮設iiHi

7.20第一国立銀行(東京)開業免許(即日開

業、現第一勧業銀行）

7.-第一国立銀行、為替力を命じられる

8.20第一国立銀行の国立銀行券発行を布達

(以後国立銀行設立のつど同様布達を行う）

９．８第五国立銀行(大阪)開業免許(12月10日

開業、９年１月本店を東京へ移す）

12.24第四国立銀行(新潟)開業免許(７年３月

．１日開業、現第四銀行）

12.27秩禄100石未満の者に対し秩禄返還を許

し、就業資金として一時賜金を下付の旨布

連(半額現金、半額秩禄公債）

明治７年

(1074年）



明治５年～明治７年

－１３－

(1872年～1874年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１．１太陽暦へ移行

1.10徴兵令公布

２．７仇討ち禁止を布告

2.17受取諸証文印紙貼用心得方規ＨＩ公布

7.28地租改正条例公布(物納を廃止）

８．６日米郵便交換条約調印（８年１月１日

施行）

1014祝祭日等の休暇日を定める

10.19新聞紙条目制定(発行許可制、国体排

識禁止等）

10.-政府部内に征韓論をめぐる対立

11.１０内務省を設置

１２．１郵便葉番・封筒をはじめて発行

1.17板垣退助ら８名､民選議院設立建白書

を提出

－フランス、パリ手形交換所設立

－オーストラリア､メルボルンで金貨鋳

造開始

1．９英国､公定歩合引下げ、５→4.5％(2３

ロ４％、３０日3.5％、３月26日４％、５月

７日4.5％、１０Ｈ５％、１７日６％、６月４

日７％、１２日６％、７月10日５％、１７日

4.5％、２４ｐ４％、３１日3.5％、８月21日

3％、９月25日４％、２９日５％、１０月１４

日６％、１８日７％、１１月１日８％、７日

9％､20日８％､27日６％､12月４日５％、

11日4.5％）

２．５フランス・ベルギー通商条約調印

2.12スペイン、共和国樹立宣葡

2.12米同、鋳貨法成立(金単本位制採用）

５．Bウィーン証券取引所に恐慌発生(欧米

諸国に波及）

5.27テンマーク・スウェーデンIHIにスカン

ジナピア通貨同盟成立(金本位制採用）

7．９ドイツ鋳貨法制定(貨幣制度統一）

9.1Ｂニューヨークに恐慌発生(株式取引所

10日間閉鎖）

10.2２ドイツ・オーストリア・ロシア３帝協

商成立

12.18ベルギー、５フラン銀貨自由鋳造禁止

(鞁行本位制に移行）

1．８英国、公定歩合引下げ､4.5→４％(1５

日3.5％、４月30ｐ４％、５月２８日3.5％、

６月４日３％、１８日2.5％、７月30日３

大
久
保

利
通

の
①
２０１

大
隈
重
信



－１４－

年号 日本銀行 金融一般

明治７年

(1874年）

3.28家様引換公債証書発行条例公布

７．３第二国立銀行(横浜)開業免許(８月15日

開業）

8.-貯金預規１１Ｉ制定(東京く18か所＞・横

浜くlか所＞に貯金預所を設冠、８年５月

から事務を開始く郵便貯金のはじまり＞）

９．３郵便為替親HⅡ公布(８年１月２日施行）

9.24洋銀券発行規llU公布(第二国立銀行が発

行）

1013株式取引条例公布

１１．５秩禄100石以上の者の家禄返還を許し－

時賜金交付の旨を布告

明治８年

(1875年）

1.15太政官札・民部省札･大蔵省免換証券．

開拓便見換証券を５月31日限り通用停止と

する旨布告(後に１両以下のものは１年廷

期措極がとられる）

2.28貿易銀一円の量目を増加し､｢一円｣の文

字を｢貿易銀｣に改める

３．８国立銀行４行､銀行券の発行難打開策を

政府に請願(免換停止､政府紙幣との引換え

を希望）

５．２来京・横浜で駅迩寮貯金取扱い開始(郵

便貯金のはじまり、利率年３％､年間100円

まで、残高500円まで）

６．４紙幣頭得能良介､党換制度の手直しを蓮

識

6.25新貨条例を改正し貨幣条例と改称



明治７年～明治８年

（1874年～1875年）

|鑿

－１５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

誰
本
銀
露

2．１佐賀の乱おこる（３月１日平定）

２．６閣議、台湾征討を決定(５月17日、台

湾へ出兵）

8.12諸官庁､府県に対し経費節約､不急経

賛の返還を命じる

10.13大蔵省、会計年度改定（１月～12月→

７月～６月）

10.31日･滴M1に台湾問題に関する和議成立

(償金50万両）

11.13台湾派遣軍撤退勅令出る

11.-小野組破綻(つづいて島田組も）

１２．８伽救規Ｈｌ(救貧法)公布

1.18三菱商会、官命により上海航路開く

(２月３日就航）

1.27英・仏両国、横浜駐屯軍隊の引揚げを

通告

2.13平民も必ず姓をつけるよう大政官令

布告

4.14立態政体の詔謹発布(元老院・大審

院・地方官会議の設溢）

５．７口シアとの1111で千局･樺太交換条約調

印

6.28謹誘律・新聞紙条例制定(反政府運動

取締まりのため）

％、８月６日４％､２０日3.5％､２７日３％、

10月15日４％、１１月16日５％､３０日６％）

1.-パリでラテン通貨同盟会議開催(各国

の５フラン銀貨鋳造制限決議）

3.19スペイン､スペイン銀行に銀行券発行

の独占権付与

10．９スイス(ベルン)で第１回万国郵便会

識開催、万国郵便連合条約調印

－フランス、パリ銀行設祓

1．７英国、公定歩合引下げ、６→５％(1４

日４％、２８日３％、２月１８日3.5％、７月

８日３％、２９日2.5％、８月12日２％、１０

月７日2.5％、１４日3.5％、２１日４％、１１

月18日３％、１２月30日４％）

1.30米国・ハワイ互恵通商条約調印

2.25フランス、共和国憲法成立

3.1４ドイツ､ライヒスバンク(中央銀行)設

立法制定(実質上統一的な発券制度採用）

5.2Ｏパリでメートル法条約調印

5.2２ドイツ、社会主義労働党結成、ゴータ

綱領採択

6．６オランダ、銀貨の自由鋳造禁止(践行

本位制に移行）

大
隈
重
信



－１６－

年号 日本銀行 金融一般

明治８年

(1875年）

9.-松方正義大蔵輔心得．「通貨流出ヲ防止

スルノ建議｣を執筆

12.17大蔵省､国立銀行４行に対し新紙幣賃下

げを通達

明治９年

(1876年）

10.10紙幣寮屈Ａ,Ａ,シャンド、紙幣頭の諮問

に答え意見書｢通貨並二銀行事務｣を提11｝

し、中央銀行の必要性を説く

１２．２田口DII吉、「国筑第二｣を新聞に発表し、

官金取扱い銀行設立の必要性を主銀

３．１郵便貯金金jfII引上げ(３％→４％）

３．４貿易銀と本位金貨の比価を改正(貿易銀

100枚＝本位金貨101円→100円）

3.31私盟会社三井銀行設立認可(銀行の名称

を使用した私立銀行のはじまり）

5.101日為替会社の金券消却完了

8.28政府､７月１日開業の三井銀行に官金取

扱いを認める

７．１私盟会社三井銀行開業

ａｌ国立銀行条例改正(金貨免換制停止、資

本金の８割相当の公債証書を政府に紬付し

|可額の銀行券の下付を受けるなど）

８．５金禄公債証書発行条例公布(家様・賞典

禄を廃止し公債を交付）

１２．１第三国立銀行(来京)開業免許(５日開

業、新国立銀行条例による新設第１号、以

後12年２月開業の第百五十三国立錐行く京

都＞まで、１日４行の更新を含め153行設立）

明治10年

(1877年）
１．１郵便貯金金利引上げ(４％→５％）



明治８年～明治１０年

（1875年～1877年）

－１７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

醸
本
銀
露

８．５度鼠衡取締条例・検在規則等制定(尺

貫法を統一）

9.20朝鮮江華島守備隊と日本軍交戦(江華

島事件）

1ｑ４煙草税則布告(９年１月１日施行）

10.-大隈大蔵卿、「国家理財ノ根本ヲ確立

スルノ議｣を建議

11.30府県職制および班務章程制定(県治条

例廃止）

2.26日朝修好条約調印

3.12官公庁の日曜休日、土UE半休決まる

(４月１日実施､従来は毎月１のＨと６の

日を休日く一・六休暇＞）

3.28廃刀令布告(帯刀禁止）

４．１滴20年をもって成年とする旨布告

８．１米商会所条例公布

10.24神風連の乱おこる(つづいて、２７日秋

月の乱、２８日萩の乱発生）

1２．－茨城・三亜県下農民騒動に爪隊出動

(全国的に農民騒乱激化）

１．４地租減額の詔諜発布

1.11各省中諸寮廃止を公布(これに伴い大

蔵省は１月17日９局を設置）

1.30鹿児島私笘i剣交生徒､火薬局等を襲い兵器

7.20米国、全米銀行協会設立

10.16ノルウエー、デンマーク・スウェーテ゛

ン間通貨同盟(スカンジナビア通貨同盟）

に参加(金本位制採用）

1．１ドイツ、ライヒスパンク開業

1．１イタリア、郵便貯金制度開始

1．６英国、公定歩合引上げ、４→５％(2７

Ｈ４％、３月231L13.5％、４月６日３％

４月20日２％）

5.3Oトルコでクーデター発生(青年トルコ党）

８．５フランス、５フラン銀貨自由鋳造停止

(跣行本位制採用）

12.23トル．帝国懸法公布

－ロシア、銀貨の自由鋳造廃止(紙幣本

位に移行）

１．１Fイツ､輸入品の95％まで無税とする

大
隈
重
信



－１８－

年号 日本銀行 金融一般

明治10年

(1877年）

3.13神官配当禄公償証書の交付を布告

3.21政府､西南戦争の戦費調達のため設祓認

可前の第十五国立銀行に対し、設立のうえ

は発行紙幣のうち1500万円を政府に賃上げ

ることを命令

5.21第十五国立銀行(東京)開業

6.21大蔵省｢銀行大意｣を刊行

７．２渋沢栄一第一国立銀行頭取ら､択善会を

組織(東京銀行典会所の前身）

８．８第十六国立銀行(岐阜)開業免許(10月１

日開業、現十六銀行）

8.28大蔵省､地方官に銀行乱設抑制につき内

達

9.11利息制限法公布

１０．２第十八国立銀行(長崎)開業免許(12月２０

日開業、現十八銀行）

11.17大蔵省銀行課長(岩崎小二郎)､通常銀行

条例を設け国立銀行として不適なものは普

通銀行とするよう建議

12.12国立銀行条例追加公布(銀行券発行額の

制限ほか）

12.27損札交換用の政府紙幣2700万円を西南

戦争戦費にあてるため発行する旨布告

明治11年

(1878年）

2.-松方大蔵大輔､パリ万国博覧会副総裁と

して渡欧、仏国蔵相レオン・セーと会談し

中央銀行設立の必要性を指摘される(随員

の加藤済をベルギーに残留きせてベルギー

中央銀行の研究に当たらせる）

１．１郵便貯金金利引上げ(５％→６％）

３．２国立銀行条例改正公布(銀行券発行額制

限を条文に盛り込む）

４．８山梨第十国立銀行出願の小額貯蓄預金

の取扱い認可



明治１０年～明治１１年

（1877年～1878年）

－１９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

醸
本
銀
藏

弾薬を奪う(西南戦争の発端）

2.19熾仁親王(有栖川宮)を鹿児島征討総

督とする

6.19万国郵便連合条約への加盟を布告

8.21内国勧業博覧会開催(11月30日まで）

9.24西南戦争終わる(西郷隆盛、城山で日

刃）

12.27渋沢栄一ら有志８名､東京府へ商法会

議所設立を出願(11年３月12日認可）

4.24露土戦争はじまる(1878年３月まで）

5．３英国、公定歩合引上げ、２→３％（７

月５日2.5％、１２日２％、８月28日３％、

10月４日４％、１１日５％、１１月29日４％）

5.-米国、ボストンで電話開通

８．９フインランド、通貨法制定(金本位制

採用）

2.20海外旅券規則を定める(海外行免状を

海外旅券と改称）

1.１０英国、公定歩合引下げ、４→３％(3１

日２％、３月28日３％、５月30日2.5％、

６月27日３％、７月４日3.5％、８月１日

４％、１２日５％、１０月14日６％、１１月2１

日５％）

2.20米国、銀貨鋳造法成立(金銀複本位制

に復帰）



－２０－

年号 日本銀行 金融一般

明治11年

(1878年）

6.27イタリア人ウイズニエプスキー公､日本

政府に対し日本帝国銀行設立願書を提出

５．１起業公債証響発行条例公布

５．４株式取引所条例公布(株式取引条例廃止）

5.27貿易銀の国内における無制限通用を布

告(金銀複本位制に移行）

６．１来京株式取引所開業

６．８第一国立銀行、釜山(朝鮮)に支店設避

６．９大阪の有力銀行、協議会を結成(第１回
会

8.15大阪株式取引所開業

8.29大蔵卿、公債･紙幣の消却計画を正院に

上申

11.26貿易銀の鋳造停止､貿易一円銀の再鋳発
行を布告

１２．４第百五国立銀行(津)開業免許(12年３月

11日開業、現百五銀行）

12.１０大蔵省紙幣局を同省印刷局と改称

12.12来京海上保険会社､I立許可

明治12年

(1879年）

4.-田口卯吉､｢官金銀行を設立すべし｣を執
筆

2.13洋銀相場取引を禁止し､洋銀取引所設立

希望者は株式取引所条例によるべき旨布告
3.１０横浜洋銀取引所開業

4.-政府､銀貨高騰対策として第二国立･三井両

行に託して国庫保有銀貨240万円を売却

5.-政府､在日英国人ワツトソンと金銀預け

合い契約を締結(政府が受入れた銀貨を市
中に売却）

7.－大蔵省､公債紙幣償還計画(減債計画)を

第一国立・三井両行に下付して世上に公布

8.-大阪銀行苦楽部設立(大阪銀行染会所の
前身）

9.12貿易一円銀と洋銀との並価通用を認める

9.22政府、東京･大阪両株式取引所の金銀貨

取引を許可(横浜洋銀取引所を横浜取引所
と改称）

１０．１ILl鉾貿易一円銀の無制限通用を布告



明治１１年～明治１２年

（1878年～1879年）

－２１－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

莞
裁

日
本
銀
行

7.22郡区町村縄成法･府県会規１１Ｉ・地方税

親11Ｉ公布(三新法）

7.25府県官職制制定(府県職制並事務章程

廃止）

８．１束京商法会議所発会式(９月には大阪

商法会議所設立）

12.28国税金領収順序を定める

1.29万国電信条約に加入

４．４琉球藩を廃し沖縄県とする

5.29税金F預所を大蔵省為替方と改称

6.13ベルリン会議開催(７月13日まで、ド

イツ・ロシア・オーストリア・英国・フ

ランス・イタリア・トルコ７か国参加）

6.13フランス、免換銀行券発行税設定

6.-清国、銭貨私鋳禁止

8.１０パリで第２回国際通貨会議開催(29日

まで、１２か国参加）

10．１ラテン通貨同盟会議開催(フランス．

ベルギー・イタリア・スイス・ギリシャ

５か国参加）

1.16英国、公定歩合引下げ、５→４％(3０

日３％、３月１３日2.5％、４月１０日２％、

11月６日３％）

7.1２ドイツ、保護関税法成立(自由貿易主

義放棄）

8.-ロシア、免換紙幣発行法制定

１０．２滴国･ロシア'111､イリ条約調印(イリ以西

をロシアに割譲）

大
隈
重
信



－２２－

年号 日本銀行 金融一般

明治12年

(1879年）

11.11京都第百五十三国立銀行開業免許(これ

により国立銀行の銀行券発行額・資本金の

制限にほぼ達したため、以後国立銀行の識

立停止）

11.22合本安田銀行設立認可(現富士銀行）

１２．１大阪交換所設立(わが国手形交換のはじ

まI)）

12.11横浜正金銀行設立認可

明治13年

(1880年）

１．１合本安田銀行開業

1.-名古屋銀行協和会設立(名古屋銀行架会

所の前身）

2.28横浜正金銀行開業

3.10第百四十三国立銀行(千葉県八街)､第三

十国立銀行(東京)へ合併(国立銀行の合併

はじまる）

４．１三菱為替店開業

4.-東京貯蔵銀行設立認可(６月12日開業、

専業貯蓄銀行のはじまり）

4.12洋銀相場･米価の商腿つづき、政府、米

商会所･株式取引所･横浜取引所の金銀貨．

米穀取引を停止させる

4.15株式取引所条例改正公布(仲買人の免許

制ｈｌ設など）

4.-政府､ワットソンと再度金銀預け合い契

約を締結(５月から国立第二･三井･横浜正

金の３行を通じ銀貨の第２回売却）

５．８大蔵省銀行課を廃し銀行局を設置

5.19政府、東京･大阪株式取引所･横浜取引

所の金銀貨定期売買を禁止(現物取引のみ

認める）

5.-大隅重信、「通貨ノ制度ヲ改メン事ヲ讃

フノ識｣を政府に提出(佐野大蔵・松方内務

両ﾘ即反対）

6.14渋沢択善会頭取､政府に対する紙幣整理

処分建議の動議を提出(大蔵省の圧力で決

議に至らず）

6.-松方内務卿、「財政管窺概略｣を上申(大

隅建議批判）

９．３束京銀行集会所設立(択善会は解散）

9.13横浜取引所を横浜株式取引所と改称(株

式売買を許可）

9.2D佐野大蔵9即､｢貨幣取引禁止ノ賎｣を上申



明治１２年～明治１３年

（1879年～1880年）

－２３－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

聡
本
銀
懸

2.28参議の諸省卿兼務を廃止

３．５大政官に会計検交院を極き､大蔵省検

査局を廃止

4.17片岡健吉･河野広中ら、国会開設を請

願

5.20地租特別修正許可布告

6.15備荒儲蓄法公布

7.17刑法公布(15年１月１日施行）

9.27酒造税則制定

9.-大隅･伊藤参議、「財政更革ノ識｣を政

府に提出

１０．７ドイツ・オーストリア同盟成立

1０．－アイルランド土地同盟結成

11.15米国・フランス間、海底電線完成

－オーストリア、銀貨の自由鋳造禁止

6.17英国、公定歩合引下げ、３→2.5％(1２

月９日３％）

大
隈
重
信

８２２
佐
野
常
民



－２４－

年号 日本銀行 金融一般

明治13年

(1880年）

10.18束京銀行集会所内に為替取組所設立

10.19大蔵省､横浜正金銀行の為替資金として

300万円を限度に預入

10.27改定金札引換公債条例公布

明治14年

(1081年）

7.-大隅・伊藤参議、「公債新募及銀行設立

二関スル謂議｣を太政大臣に提出

９．６松方内務抑､｢財政識｣を太政大臣に提出

(通貨制度確立のため｢日本帝国銀行｣を設

立すること、資金吸収のため貯蓄銀行を、

産業振興のため勧業銀行を設立することを

主張）

4.18郵便貯金金利引上げ(６％→7.2％）

4.28会計法公布

5.-大阪銀行苦楽部､大阪同盟銀行染会所と

改称

6.29明治生命保険会社設立許可(７月９日開

業、近代的生命保険事業のはじまり）

９．１貿易銀および貿易一円銀を出納｣二単に

一円銀貨と呼称することとする

１０２１松方正義を参議兼大蔵卿に任命(いわゆ

る｢松方財政｣の本格的はじまり）

１２．９準備金運用により正貨蓄積を図るため

準備金塊HUを改正

明治15年

(1882年）

３．１松方大蔵卿､「日本銀行創立ノ識｣､付属

1.16会計法を全面改正

2.17大蔵省､横浜正金銀行へ外国為換金取扱

規程を令達(３月１１２１実施）



明治１３年～明治１５年

－２５－

(1880年～1811,正）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１１．５工場払下概則を制定

４．７農商務省設謎

5.30大政官中に統計院設置公布

8.13石油取締規１１Ⅱ布告(15年１月１日雄

行）

10.11憲法制定･国会開設･開拓便官有物払

下げ問題で政府部内対立(大隈参議の腿

免などを決定く明治14年の政変＞）

10.12明治23年に国会開設の勅諭発布

10.18自由党結成会議開催

10.21参議の省卿兼務復活､大政官中に参事

院設置

１１．５日本鉄道会社の創設を許可

1．４軍人勅諭できる

２．８開拓使廃止公布

－イタリア、ローマ銀行設立

1.13英国、公定歩合引上げ、３→3.5％(２

月17日３％、４月28日2.5％、８月18日

3％、２５日４％、１０月６日５％）

3.13口シアでアレクサンドル２世暗殺さ

れる

4.1９パリで第３回国際通貨会議開催

５．７フランス、保謹関税法制定

6.183帝ＩＨＩ盟成立（ドイツ・オーストリ

ア・ロシア）

－イタリア、手形交換所設立

１．１フランス、郵tE貯金制度開設

1.中旬フランス、ユニオン・ジェネラル銀

行破綻、パリに恐慌発生(８～10月激化）

1.3D英国、公定歩合引上げ、５→６％（２

月23日５％、３月９日４％、２３日３％

８月17日４％、９月14日５％）

佐
野
常
民

２

松
方
正
義

０



－２６－

年号 日本銀行 金融一般

明治15年

(1882年）

譜類｢日本銀行創立旨趣ノ説明｣およびＨ本

銀行条例草案・同定款を太政大臣に提出

6.27日本銀行条例公布(資本金1000万円、徹

業年限30年）

6.28大蔵省に日本銀行創立事務取扱所を設置

6.-田口卯吉｢中央銀行を論ず｣を執筆

８．４株主募災の新聞広告掲出

9.15株式第１回払込み開始

１０．６初代総裁に吉原亜俊が就任

１０．６日本銀行定款認可

１０．９特許状、営業免状下付

10.１０日本銀行開業(組織＝文書･金庫･割引.

計算・株式の５局）

10.10定期賛利子歩合等を定める(12日大蔵卿

許可、①公債証書抵当貸付の期間３か月年

11％、lか月10％②定期預金1000円以上．

期間６か月以上年５％③当座預金無利息）

10.11当所商業手形割引歩合を日歩２銭８厘

とする

10.14定期貸抵当品となしうる公債の種類､担

保価格を決定

10.25本店新築家屋落成(金庫は16年３月竣

工）

11」１金銀通貨を抵当とする貸付実施を決定

（年９％）

11.21公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、２銭６厘）

１２．１公憤証書抵当貸付利子歩合を期111]の長

麺にかかわらず１本化

１２．７仮内規許可

12.10大阪支店開設

12.31未払込株金第１回払込完了(200万円）

12.-市中銀行に対し倉庫会社の貨物預り証

券を保証品とする手形の再割引を承諾

５．６大蔵省、地方庁に対し私立銀行の設立、

定款変更等の許可に際し同省への禦議を要

する旨通達

８．３松方大蔵卿、正貨蓄積策を建議(減債部

保有の公偵証書と準備本部の正貨とを交

換、fVi備本部はこの公債を売却し代り金を

もって海外荷為替の取組みを支援する）

12.11為替手形約束手形条例公布



明治１５年

(1882年）一
首
相

－２７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

6.25来京馬車鉄道、新橋･日本橋間運転開

始

7.14共同運輸会朴創祓発起人会を農商務

省で開催(政府一部出安、１６年１月開業）

7.23期群京城の日本大使館襲撃される(壬

午事変）

８．５戒厳令公布

10.-紡績連合会詮す

12.16郵便条例公布(年毎の郵便規ⅡⅡ改正を

廃止、１６年１月１日施行）

5.2Oドイツ・オーストリア・イタリア３国

同盟成立

5.22朝群･米国間、通商･和親条約調印（６

月６日朝鮮・英国間、６月30日朝鮮・ド

イツ間、いずれも条約調印）

10.-ケルンで国際金銀両本付今議開催

松
方
正
義

６０
（
初
代
）
吉

原
重

俊



－２８－

年号 日本銀行 金融一般

明治16年

(1883年）

1.25政府定期預け金の取扱いを命じられる

2.17第１回定式株主総会開催

3.14公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、２銭４厘）

3.14諸官有所属の工場に対する手形割引取

引を開始

４．１商業手形割引歩合に当所･他所の区別を

設ける(他所商業手形２銭７厘）

4.27政府から国庫金取扱方を命じられる（７

月１日以降実施）

４２８日本銀行開業式

５．６国郎局設置

5.11大蔵卿から国立銀行紙幣消却方を命じ

られる

5.29政府から金銀地金の正貨払渡事務の取

扱いを命じられる

5.3、日本銀行および国立銀行､政府から銀行

紙幣合同消却方法を達せられる

6.12国立銀行紙幣消却処分に関する日本銀

行と各国立錐行との約定書案決定(８月ま

でに約定締結完了）

6.12国庫金取扱代理店となる各地銀行と国

庫不務連帯によるコルレスポンデンスの約

定締結を開始

6.28国座金取扱所を設置する各銀行と代理

店契約を締結(７月１Ｈから実施）

6.-銀行札支消掛を設け庇l立銀行紙幣i肖却

事務を開始

７．１コルレスポンデンス賃趣利子を設定(年

９％）

7.19横浜正金銀行とコルレスポンデンス契

約締結許可(期間２年、極度額20万円）

８．０揃浜･神戸における正貨払渡事務をそれ

ぞれ横浜正金銀行・三井銀行神戸支店に委

託

8.17Ｆ|本銀行､｢荷為換方法｣と題する文書を

国立銀行に送付し荷為替取引の奨励を図る

1.29為替手形約束手形書式告示

3.22国庫出納条規公布

3.24松方大蔵9m､｢国立銀行条例中改正ノ識」

を建議し、国立銀行営業期限後の銀行券発

行停止、日本銀行による紙幣消却・国立銀

行の管理強化等の方針を打出す

５．５国立銀行条例中改正公布(営業期限を開

業免許から20年とし、期限内に発行紙幣を

全額消却させ、期限後は私立銀行としての

み継続を認めることとする）

5.10大蔵卿、国立銀行に紙幣消却方を命令

5.26新造幣規則公布(８月16日施行）

7.30神戸港に株式取引所設立を許可

８．６来京・大阪・横浜・神戸株式取引所にお

ける金銀貨幣定期取りlを許可

9.20松方大蔵卿､｢生糸十分為換貸与之議｣を

太政大臣に提出して輸出荷為替の増大を図る

9.20来京手形取引所設立(東京為替取組所は

廃止）



明治１６年

(1883年）

－２９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

醸
本
銀
祷

１．４叙勲条例公布

2.15束京電灯会社設立認可(19年７月５日

開業）

4.16新聞紙条例改正公布

5.1,官報の発行条件定める（７月１日発

刊）

5.22官省院庁の達･告示は官報登戟をもつ

て公式とする

6.29出版条例改正公布(発行10日前に内容

届出）

7.28上野・熊谷間鉄道仮開業

1.12オーストリア、郵便貯金局設置(世界

最初の郵便振替貯金制度開始）

1.25英国、公定歩合引下げ、５→４％(２

月15日3.5％、３月１日３％、５月10日

4％、９月13日3.5％、２７日３％）

2.1４ドイツ、ベルリンに手形交換所開設

３．２国際エ業所有権保謹同盟成立

3.14マルクス、ロンドンで死去

8.25フランス、ベトナムとユエ条約調EＩ

(－部を保護領とする）

松
方
正
義

〈
初
代
）
吉

原
正

俊



－３０－

年号 日本銀行 金融一般

明治16年

(1883年）
１０．２公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、２銭２厘）

１０．３損傷政府紙幣の交換事務取扱い開始

10.19松方大蔵卿､｢免換銀行券条例発布ノ議」
を上申

１１．１大蔵卿､公定歩合変更につき届出制によ
ることを認める

１１．８銀行札支消掛を廃止し銀行紙幣支消部
を設置

11.29公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、２銭１厘)、定期賃利子'１'公債

担保と金銀通貨担保の区分を廃止

12.10公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合
１厘引下げ、２銭）

12.1、日本銀行株主などに対する個人取引開始
12.10封械品並披封保謹預取扱い開始

12.26政府､損傷国立銀行紙幣引換手続を許可

12.28中山道鉄道公債証書条例･金札引換無記
名公債証書条例各公布

明治17年

(1884年）
1.23111山道鉄道公債･金札引換無記名公債に
関する事務を命じられる

1.26郵便為換過超金振替順序改正公布(３月

１日から国庫金取扱所において郵便為替過
超金を受入れる）

２．１関税金取扱いのため厳原･赤川関に関税

部国庫金取扱所(代理店)を開設

2,-国立銀行紙幣の合同消却開始

３．１国庫金取扱所において損傷政府紙幣の
交換開始

4.26公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合
２厘引下げ、１銭８厘）

5.26免換銀行券条例公布(７月１日施行、銀

貨免摸とし券煎は一・五・十・二十・五十・
百・二百円の７麺）

6.10当座勘定賃取引開始(当座賃趣利子年
8％）

７．３公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合
２厘引上げ、２銭）

７．４大蔵卿から免換銀行券発行手続命令書
を受ける(発行高を200万円と定め、相当の
池備銀貨を置き引換準備にあてる）

7.15横浜正金銀行に横浜港における免換券
交換事務を委託

２．１大蔵卿､来京商工会に対し手形取引拡充

莱を諮問(９月26日復申i野提出）

2.13政府、第一国立銀行に上海のテール銀、
朝鮮の砂金買入れを命じる

2.24第一国立銀行､朝鮮政府と海関税取扱い

につき約定

５．$東洋銀行(英系)横浜支店閉店

７．３京都株式取引所設立許可

7．－歳入余剰金による政府紙幣直接消却を
廃止



明治１６年～明治１７年

－３１－

(1883年～1884年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

10.11束京商法会議所解散(11月20日東京商

工会設立）

11.28鹿鳴館開館

１．４官吏恩給令を定め､太政官に恩給局を

in〈

3.15地租条例制定(６年７月28日地和改下

条例廃止）

3.25質屋取締条例公布(５月15日施行）

５．１証券印税規則公布(７月１日施行）

６．７商標条例公布(10月１日施行）

７．６工部省､長崎造船所を廃止、郵便汽船

三菱会社へ賃下げ(長崎造船所となり､2０

年６月払下げ）

７．７華族令制定(公・侯・伯・子・男の５

爵に分ける）

７．８工部省､浅野総一郎に賃下げのセメン

トエ鰐を払下げ

1．１イタリア、銀行券免換再開

2．７英国､公定歩合引上げ、３→3.5％(３

月13日３％、４月３日2.5％、６月19日

２％、１０月９日３％、３０日４％、１１月６

日５％）

3.21フランス、労働組合法施行(労働組合

を合法化）

3.－米国最高裁､政府紙幣の発行と法貨と

しての地位を是認

５．５ニューヨークに金融恐慌難年

6.23澗仏城郭ま(ﾆまる(ﾊﾉｲ北方で両軍衝突）

6.26朝鉾・イタリア1m、修好条約調印（７

月７日朝鮮・ロシア間も条約鯛印）

松
方
正
義

（
初
代
）

士口
原

重
俊



－３２－

年号 日本銀行 金融一般

明治17年

(1884年）

7.18公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、２銭１厘）

8.12公定歩合；|上げ(当所商業手形割りl歩合

１厘引上げ、２銭２厘）

９．１政府当座預金取扱い開始

10.-大阪支店、一時割引を中止(大阪地ﾌﾟﾉ金

融逼迫し日本銀行信用依存傾向が強まった

ため）

11.19公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、２銭４厘）

12.-大阪支店､東京第三国立銀行支店ほか'６

行に対し特別融通を実施

8.11横浜正金銀行ロンドン出張所を支店と

し､外債元利金支払覗務を許可(ロンドン支

店開業は12月１日）

9.11横浜正金銀行に英国からの政府関係為

替回余および正貨現送の取扱いを許可

9.20大蔵省証券条例公布

1028会計年度を改正(19年度以降４月１日か

ら起算、従来は７月１日から起算）

11.-このころから18年１月にかけて銀行Wｌ

鎖続出

明治18年

(1885年）

1.19免換銀行券発行処務規定を制定

1.27大蔵！即から１日金銀貨幣の買上げを命じ

られる

２．１公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、２銭６厘）

2.20政府所有日本銀行株式を帝室資産に変

更(株金500万円）

４．２公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、２銭４厘）

4.17公定歩合；l下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、２銭３厘）

4.-政府御用定期賃150万円賃上げ

５．６免換銀行券発行高制限200万円を廃し、

大蔵卿の指定によることとする

５．９免換銀行券(銀貨免換)の発行を開始(発

行極度額500万円、まず十円券を発行､21＄実

上の銀本位制度）

５．９公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、２銭２厘）

5.13定期賃抵当品拡張

６．１コルレスポンデンス利子を約定方法に

より年４回改定するものと年２回改定する

ものとに区分

6.16大蔵卿から預金局預金迎用取扱力命令

を達せられる

８．６公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１．１郵便貯金金利引下げ(7.2％→６％）

4.20本邦から海外への官金回送をすべて横

浜正金銀行に取扱わせることとする

5.13松方大蔵卿､明治19年１月から政府紙幣

の正貨免換に着手し、免換事務は日本銀行

に取扱わせる旨建議

5.30預金規ﾛﾘ公布(大蔵省に預金局を設詮し

駅迎同貯金・官庁積立金等を取扱う）

６．６政府発行紙幣を明治19年１月から漸次

銀貨に交換消却する旨を布告



明治１７年～明治１８年

－３３－

(１８８４年～1885年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

10.29自由党解党

10.31秩父事件おこる

11.29同業組合準ＨＩ公布

12．４朝鮮事件(甲申準変)おこる

１．６国道の等級を廃止(国道基準を幅７

聞く約12.6ｍ＞以上とする）

３．１日本鉄道山手線品Ⅱ|・赤羽1111開通

3.16歳入出予算条規制定(19年度から施

行）

4.10朝鮮事件に関する日清条約(天津条

約)調印

4.18専売特許条例公布(７月１日施行、８

月14日はじめて７件の特許を認める）

５．８醤油税則・菓子税ＨＩ公布(７月１日施

行）

1.29英国、公定歩合引下げ、５→４％(３

月19日3.5％、５月７日３％、１４日2.5％、

28日２％、１１月12ｐ３％、１２月17日４％）

６．９滴国･フランス１１１１、天津舗和条約調印

７．８消国・英国間、阿片協定調印

松
方
正
義

（
初
代
）

士山
原

璽
俊



－３４－

年号 日本銀行 金融一般

明治18年

(1885年）

2厘引下げ、２銭）

8.10保証品(生糸)付手形の特殊割引開始

8.25公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭９厘）

8.-免換銀行券の発行準備に公憤を追加

９．８免換銀行券発行極度を600万円に埴額

し、百円．－円免換銀券を発行

11.10大蔵卿から紙幣交換手銃を達せられる

(政府紙幣交換のため交換基金を下付）

12.28免換銀行券発行極度を700万円に増額

１０．１郵便通信為替・小為替制度実施

11.28来京・大阪･横浜･神戸各株式取引所に

おける金銀貨幣定期取引を明治19年１月以

降禁止する旨を布告

明治19年

(1886年）

１．４五円党換銀券を発行

１．４政府紙幣の銀貨党換事務取扱い開姑

２．１免換銀行券発行極度を900万円に増額

2.25国即局に国債課を設置

2.-文書局に統計係を置き一般統計事務を

開始

３．４党換銀行券発行極度を2000万円に増額

３．４当座預金残高が６か月2000円以上のも

のに対し利子を付することとする

３．６公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1腿引下げ、1銭８皿）

４．７大蔵大臣から金銀地金北派費交換手続

を達せられる(15日から実施）

４．９公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、1銭７厘）

4.-党換銀行券発行準伽に金貨を加える

５．３公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭６厘）

5.13第一国立銀行と朝鮮砂金･中国銀買入れ

に関し約定締結

1.25横浜正金銀行の御用為替取扱い期限を

明治22年３月末まで延長

３．８歳入歳出出納規則公布

3.18名古屋株式取引所設立許可(開業後、明

治22年12月12日に解散）

3.27横浜正金銀行、ニューヨーク･パリから

本邦またはロンドンへの回金事務を命じら

れる

4.22地方に便宜郵便受取所･駅逓局貯drHi所

を置く

５．１郵便貯金金利引下げ(６％→5.4％）



明治１８年～明治１９年

（1885年～1886年）

－３５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

9.29日本郵船会枡殺す許可(郵便汽船と共

同運輸の合併）

10.20メートル法条約に加入調印

12.22内閣制度確立(太政大臣・左右大臣.

参議・各省卿の職制を廃止、内閣総理大

臣および宮内・外務・内務・大蔵・陸軍・

海軍・司法・文部・農商務・逓信の諸大

臣を置き、宮内を除き内閣とする）

12.22逓信省設冠、工部省廃止

12.22参事院廃止

12.22第１次伊藤博文内閣成立

12.23内閣に法制局設遼

12.28内閣に統計局設泄(統計院廃止）

1.2Ｂ北海道３県を廃し、北海道庁を遍く

1.2８ハワイとの間に渡航条約調印

2.26公文式公布

2.27各省の官制きまる(大臣以下の職務権

限規定）

3.26税関官制公布

4.10小学校今・中学校令・師範学校令公布

4.17会計検査院官制公布

4.17造幣局・印刷局官制公布

4.28兵庫造船所を川崎正蔵に払下げ

4.29日米犯罪人引渡条約調印

５．５裁判所官制公布

－消国､銀流出防止のためアヘン製造公

認

1．１英国、ビルマ併合(植民地とする）

1.21英国、公定歩合引下げ、４→３％（２

月18日２％、５月６日３％、６月10日

2.5％、８月26日3.5％、１０月21日４％、

12月16日５％）

4.25清国･フランスＩＩｌｌ、安南通商条約調印

５．１米国各地にスト発生(８時間労働を要

求）

配
伊

藤
博

文
〈
第
一
次
）

漣

松
方
正
義

認
松
方
正
義

２

（
初
代
）

土
口

原
璽

俊



－３６－

年号 日本銀行 金融一般

明治19年

(1886年）

5.26陸派兵器製造費として政府賃上げにつ

き約定

5.28公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭５厘）

6.16大蔵大臣から海軍公償事務取扱いを命

じられる

6.22公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘５毛引下げ、１銭３厘５毛）

７．５大蔵省証券の発行･元利余支払い事務を

命じられる

７．８１１月１日以降諸記名公憤の元利払い半

務をすべて日本銀行または同代理店におい

て取扱わせる旨の省令公布

7.12十銭紙幣交換手続省令公布

8.-免換銀行券発行準備に金塊を加える

９．１呉と佐世保に現金支払所設置開業(呉は

三井銀行、佐Iuf保は第十八国立銀行へ代理

委託、国庫金支払事務取扱いのはじめ）

10.14公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘５毛引上げ、１銭５厘）

10.19大蔵大臣から整理公債事務の取扱いを

命じられる

10.22公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、１銭６厘）

6.15海軍公債証書条例公布

6.23扱傷国立銀行紙幣の政府紙幣との交換

を停止(以後銀行局において銀行紙幣と交

換することとなる）

7.10十銭紙幣を明治20年６月30Ｈ限り通用

禁止する旨の勅令公布

９．１郵便貯金金利引下げ(5.4％→4.2％）

1ｑｌ６整理公憤条例公布(６分利以上の公債を

5分利に借換え、１億7500万円）

明治20年

(1887年）

1.24公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭５厘）

2.10仮皇居造営費として対政府貸上げを約

定(４月以降実施）

2.19株主総会で増資決定(1000万円→2000万

円、３月15日許可告示）

４．１国庫金出納所を設置(国庫金取扱所およ
び現金支払所を廃止）

5.23諸官省建築費として対政府賃上げを約

定(７月以降実施）

5.3Ｏ朝鮮における政府十銭紙幣交換可T務を
第一国立銀行に委託

７．１コルレスポンデンス利子を年４回改定

方式に１本化

３．１政府､横浜正金銀行へ英貨50万ポンドの

預入を決定(ロンドンでの本邦向輸入荷為

替取扱い資金として期間１年、年2.5％以
内）

４．１駅迎局貯金を郵便貯金と改称(駅迦局貯
金預所を郵便貯金預所と改称）

５．５銀行柴会所同盟銀行､鹿鳴館において党

摸制度確立の祝賀会を開催

７．７横浜正金銀行条例公布



明治１９年～明治２０年

（1886年～1887年）一
首
相

－３７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

６．５国際赤十字条約に加盟

7.19中山道鉄道敷設を中止し､東海道を瑞

工

7.20地方官官制公布(府知事・県令の名称

を知事に統一）

8.13登記法公布(20年２月１日施行）

1.22束京祗灯会社､鹿叫館で白熱電灯を点

灯(電灯営業のはじめ）

3.23所得税法公布(５月５日同法施行細Hｌ

公布、７月１日施行）

5.14取引所条例公布(米商会所条例・株式

取引所条例は取引所等の営業満期到来を

もって廃止、９月１日施行）

5.17私設鉄道条例公布(19年～22年ごろ鉄

道会社の設立相次ぐ）

６．７長崎造船所を三菱社に払下げ

６．４朝群・フランス間、修好条約調印

9.2Ｏ英国､金銀比価変動の原因と影響調在

のための委員会設置

2．３英国、公定歩合引下げ、５→４％（３

月１０日3.5％、２４日３％、４月１４日2.5％、

28日２％、８月４日３％、９月１日４％）

4．４英国、第１回植民地会議開催(17日ま

で）

4.17滴国、ドイツからはじめて借款をうけ

る(500万マルク）

伊
藤

博
文
（
第
一
次
）

松
方
正
義

（
初
代
）

士
口

原
重

俊



－３８－

年号 日本銀行 金融一般

明治20年

(1887年）

12.19吉原総裁病没

９．７政府､横浜正金銀行に対し為替資金預入

を承認(ニューヨーク50万ドル、パリ150万

フラン）

１２．１来京手形取引所の付属機関として東京

手形交換所設立(東京で手形交換開始､24年

３月１日東京交換所となる）

明治21年

(1888年）

１．４公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、１銭６厘）

2.21第２代総裁に窩田鉄之助が就任

3.10公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭５厘）

3.31政府からの委託による金銀地金.貨幣の

買上げ中止を達せられる(以後日本銀行勘

定により買入れ）

5.11公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、１銭６厘）

６．２公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、1銭７厘）

８．１免換銀行券条例中改正公布(保証発行屈

伸制限制度採用、①発行高と同額の金銀

貨・地金の引換単備②保証発行限度7000万

円、確実な証券・商業手形を保証とする③

2200万円を政府紙幣消却のため政府へ賃上

げ④大蔵大臣の許可を得て制限外発行がで

きる）

８．８銀券局設鉦(文轡局銀券発行部が独立）

8.24公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、１銭８厘）

9.14鉄道建設資金として対政府貸上げを約

定

9.20横浜正金銀行と業務区分･相互協調に関

し約定締結(横浜正金銀行の外国為替業務

支援のため同行へ低利融資）

9.29公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

5毛引上げ、１銭８厘５毛）

5.-九州銀行同盟会､大蔵大臣に銀行紙幣の

消却延期を建議



明治20年～明治21年

（1887年～1888年）

－３９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

8.8気象台・測候所条例公布(東京に中央

気象台、地方に地方測候所を極く）

12.26保安条例公布施行

１．４時事通信社創立(股初の通信社）

１．４山陽鉄道今朴jlIlT

4.25市制･町村制公布(22年４月１日施行）

4.30枢密院官制公布(枢密院議長に伊藤博

文を任命し、首相の任を解く）

4.30黒田消隆内閣成立

6.27九州鉄道会朴伽在

8.18三井鉱IlIを三井組に払下げ

10.17仏領インドシナ連邦成立

1.12英国、公定歩合引下げ、４→3.5％(1９

日３％、２月16日2.5％、３月15日２％、

５月10日３％、６月７日2.5％、８月９日

3％、９月13日４％、１０月４日５％）

10.2９スエズ運河条約調印(英・仏・独・伊

伊
藤

博
文
〈
第
一
次
）

鋤
黒
田
消
鮭

↓

松
方
正
義

（
初
代
）
吉
原
重
俊

（
第
二
代
）

嵐
田

鉄
之
助

２つ
』



－４０－

年号 日本銀行 金融一般

明治21年

(1888年） 11.13大蔵大臣から国憤事務の日本銀行典中

を達せられる(12月25日までに各府県から

引継ぎ）

１２．３免換銀券改造五円券を発行

１１．７諸公債証書条例中各項の改正削除およ

び元金償還その他取扱手続等変更の件公布

(22年１月１日施行､上記諸般の取扱いは整

理公債条例によることとする）

11.12力Ⅱ島銀行設立

11.24旧金銀貨の新貨との交換を12月31日限

り廃止する旨の省令公布

明治22年

(1889年）

１．４公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

５毛引下げ、１銭８厘）

２．１公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

５毛引下げ、１銭７厘５毛）

2.19公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、１銭６厘５毛）

５．１免換銀券改造一円券を発行

５．８公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、１銭７厘５毛）

６．１公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

５毛引上げ、１銭８厘）

６．７松方蔵相､Ｈ本銀行jE役会に臨席し横浜

正金銀行所有の外国為替手形再割引ならび

に責任代理店開設につき告諭

７．１２富、総裁、蔵相告諭に不IIJ]意の意見書

「奉答卑見｣を提出

7.30嵐田総裁、再度蔵相に意見習｢為替方法

案｣を提出

8.19公定歩合引上げ(当所商業手形割りl歩合

５毛ﾜI上げ、１銭８厘５毛）

９．３公定歩合９１上げ(当所商業手形割り1歩合

５毛引上げ、１銭９厘）

９．３富田総裁辞任､第３代総裁にⅡ|田小一郎
が就任

10.12横浜正金銀行と外国為替手形再割引な

らぴに銀塊・メキシコ銀輸入に関し契約を

締結(i１年９月20日の約定廃止）

10.24鎖店銀行紙幣交換事務を命じられる

12.12金庫規IlU公布(23年４月１日施行、国庫

金の出納保管は金庫が取扱うことと金庫

1.29鉄道費補充公債条例公布

1.-名古屋銀行協和会､名古屋同盟銀行集会
所と改称

２．６横浜正金銀行条例中改正公布(６月１日

施行、政府の監督権強化）

2.11会計法公布(23年４月１日施行）

3.31横浜正金銀行の御)n為替取扱い廃止(期

限満了）

５．１会計規ＨＩ公布(23年４月１日施行）



明治２１年～明治22年

（1888年～1889年）首
相
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－４１－

政治・経済等 海外
首
相

大
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総
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日
本
銀
行

12.2Ｄ特許条例･意匠条例･商標条例公布(2２

年２月１日施行、専売特許条例廃止）

1.22改正徴兵令公布(国民皆兵主義を微

底）

２．２市制施行地指定(東京ほか35市）

2.11大日本帝国憲法発布

2.11議院法・衆議院議貝選挙法・貴族院

令・大赦令公布

3.14国税徴収法公布(４月１日施行）

3.23束京・大阪・京都の市制特例公布

3.23地券廃止公布、土地台帳規ＨＩ公布

5.10会計検交院法公布

７．１束海道線新橋・神戸11M全通

7.31特別輸出港規ⅡⅡ公布

7.31土地収用法公布

9.27地租代米納廃止公布

10.24黒田首相辞任(25日、三条内大臣首相

兼務）

12.24第１次山県有朋内閣成立

12.24内閣官制公布

など９か国参加）

－イタリア、貯蓄銀行法公布

1.１０英国、公定歩合引下げ、５→４％(2４

日3.5％、３１日３％、４月18日2.5％、８

月８日３％、２９日４％、９月26日５％、

12月30日６％）

7.1４パリで国際労働者大会開催(第２イン

ターナショナル成立）

８．７口シア、郵便貯金制度実施

9.1１パリで第３回国際通貨会議開催

黒
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－４２－

年号 日本銀行 金融一般

明治22年

(1889年）

事務を日本銀行に取扱わせる、東京に中央

金庫、府県に本・文金庫を置く）

明治23年

(1890年）

1.20機榊改縄(従来の７局を廃｣こし改めて金

庫・銀券・国庫・営業・文書・株式・計算

の７局を設置）

2.26初の制限外発行認可(限度額500万円､発

行税率５％、期111]５か月、３月３日から発

行）

3.15銀行・会社の当座預金に付利を決定(４

月23日実施、日歩５埋）

４．１金庫事務の取扱いを開始(国庫金山納所

廃止）

４．１公債事務を国庫事務取扱店から分離し、

新たに90か所に国債事務取扱代理店を設置

５．８株券担保付手形割引開始を上申､即日認

可

5.17免換銀行券条例中改正公布(保証発行限

度拡大7000万円→8500万円など）

5.20担保品付手形割引開始(当所商業手形と

同一割引歩合）

5.22政府から下付の国庫金取扱費の漸減(３１

年度以降打切り）を達せられる

6.14公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、１銭７厘)、定期賃利子を年利

建てから日歩建てに変更

6.23貨幣鋳造に要する地金貿入の件公布(貝

入れ事務の取扱いは日本銀行と規定）

３．１通用禁止貨幣紙幣の引換に関する件公

布(通用禁止後５年､ただし十銭紙幣は３年

を期限とする）

３．１整理公俄に関する特別会計設置の件公

布(23年度から施行）

3.18作業会計法､官設鉄道会計法、中央iiU荒

儲蓄金・預金局預金・郵便貯金預所貯金.

郵便為替金を特別会計とする法律を各公布

(いずれも23年度から施行）

3.28紙幣交換基金特別会計法･鎖店銀行紙幣

交換基金特別会計法各公布(４月１日施行）

4.11束京同盟銀行､日本銀行に担保品の拡張

を要望することを決議

4.15大阪出張中の松方蔵相と川田日本銀行

総裁、来京から財界首脳を招集して関西地

方の金触対筑を協議

７．１郵便為替貯金局官制公布



明治22年～明治23年

（1889年～1890年）
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1.18富山で米騒動おこる(以後、各地で頻

発）

2.10裁判所ｵﾘﾘ成法公布(11月１日施行）

４．５官有森林原野及産物特別処分規則公

布

4.19電話交換規ⅡＩ公布

4.21民事訴訟法公布(24年４月１日施行）

4.21民法財産編・財産取得縞・債権担保

綱･証拠綱公布(24年４月１日施行予定の

ところ延期され、結局施行されず）

4.26商法公布(24年１月１日施行予定のと

ころ再三延期のうえ、一部は26年７月１

日、その他は31年７月１日施行となる）

5.17府県制公布(24年４月１日施行）

6.15大日本綿糸紡績同業連合会､操業短縮

を実施

6.21軍人恩給法・官吏恩給法公布(いずれ

も７月１日施行）

７．１第１回衆議院議風総選挙

1.3１ロシア、９千万ルーブルの外債募集

(主としてフランスが引受け）

2.2O英国、公定歩合引下げ、６→５％(３

月６日4.5％、１３日４％、４月10日3.5％、

17日３％、６月26日４％、７月31日５％、

８月21日４％、９月25日５％、１１月７日

6％、１２月４日５％）

５．１股初の国際的メーデー実施

7.14米国、シャーマン銀買上法成立
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－４４－

年号 日本銀行 金融一般

明治23年

(1890年）

８．９日本銀行条例中改正公布(理事・監事、

株主総会に関する条項の改正）

9.12免換銀券改造十円券を発行

10.20公定歩合引_'二げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、１銭８厘)、定期貸利子と担保

船付手形割引歩合を統合

10.30政府紙幣消却のための対政府貸付(2200

万円)を実行

10.-「統計月報｣第１号を作成

11.13金1Mをして大蔵省預金局の金銭および

証券を取扱わせうる旨の勅令公布

８．９商法により発行する株式会社憤券に関

する法律公布

8.13郵便貯金条例公布

8.25銀行条例・貯蓄銀行条例各公布(いずれ

も24年１月１日施行予定のところ商法施行

の延期に伴い26年７月１日に延期）

9.12束京同盟銀行､紙幣消却期限延長案を大

蔵省に提出

明治24年

(1891年）

2.14mロ卯吉､日本銀行の免換券発行利益間

題に関する論文を発表(以後､[1本銀行課税

論が活発化）

３．２公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、２銭）

３．２日本銀行、来京交換所に客貝参加(手形

交換尻の当座勘定振替決済開始）

4．１岐阜・和歌{11出張所開設(岐阜は明治２５

年３月末、和歌山は同27年３月末廃止）

５．６公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、１銭８厘）

5.14横浜正金銀行に当座貸趣約定(当初限度

200万円、年２％)を認める

３．１束京交換所設立(従来の東京手形交換所

は廃止）

5.30久次米銀行(徳島)､預金取付けにより臨

時休業



明治23年～明治24年

〈1890年～1891年）
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－４５－

政治・経済等 海外
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総
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日
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銀
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7.22官有地特別処分規11ﾘ公布

7.25典会及び政社法公布(政治架会・政治

結社に対する取締まり強化）

7.26供託規則公布

８．７ｆＥ續線蹴話線建設条例公布(11月１日

雄行）

９．６鉄道庁官制公51t｢

９．８税関法･税関規則公布(11月１日施行〉

9.12商業会議所条例公布(18日、同条例施

行親則公布）

9.i６鉱業条例公布(25年６月１日施行）
１０．１府県税徴収法公布(24年度から施行）

１０．７刑事訴訟法公布(11月１日施行）

10.20元老院礎化

10.30教育に関する勅語発布

11.25第１回通常議会召集(11月29日開会）

11.29大日本帝国憲法施行

1.12来京・大阪両商業会識所の設立認可

(東京商工会は８月31日解散）

3.24度最衡法公布(26年１月１日施行）

４．９山県首相辞表挺出

５．６鋪１次松方正義内閣成立

5.11大津事件おこる(ロシア皇太子避難）

9.1Sパリで国際j､商会議開催(30日まで）

１０．１米国、マッキンレー関税法制定

11.１０米国、恐慌発生(銀行および株式仲買

人の破綻続出）

－アルゼンチン・メキシコ・ウルグアイ

等に恐慌波及

－カナダ、銀行法公布

－ロシア、保護関税法公布

１．B英国、公定歩合引下げ、５→４％(2２

日3.5％、２９日３％、４月16日3.5％、５

月７日４％、１４日５％、６月４日４％、

18日３％、７月２日2.5％､９月24日３％、

10月29E１４％、１２月10日3.5％）

3.2gロシア､シベリア鉄道建設の詔勅発布

4.1パIルロンドンI凹地話開通
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－４６－

年号 日本銀行 金融一般

明治24年

(1891年）

７．６川田総裁､銀行不安の風説に対し銀行間

の団結と相互援助を説き、日本銀行も支援

する旨言明

7.21公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、１銭７厘）

11.15党換銀券改造百円券を発行

12.－日本銀行課税論に対処し「日本銀行業務

概略｣を発表

6.19第六国立銀行(福島)、東京米商会所の徴

業保証金費消事件により営業停止命令を受

ける

6.24束京銀行災会所､蔵相に銀行条例修正案

（小銀行乱設防止)を建議(不採用）

7.-銀行に対する不安感広がる(三井・第一

国立両行に対する憶測記邸も掲戟される）

8.14節四十六国立銀行(名古屋)営業停止

１０．２束京市、東京市公憤条例を公布

１０．３大阪市、大阪市水道公償条例を公布

明治25年

(1892年）

２．１他所払いの保証小切手制度実施

11.22手形割引担保品拡張認可と同時に担保

品付手形割引の漸次廃｣上を指令される

11.22定期賃抵当品に地方償(東京市債)を追

加

11.24公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、１銭６厘）

１２．１当座預金残高10万円超の付利廃止

12.13議会に日本銀行課税法案が提出される

7.-掛川信用組合設立(股初の信用組合とい

われる）

8.15中山道鉄道公憤の償還完了

10.31起業公債の償還完了



明治24年～明治25年

（1891年～1892年）

－４７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

醸
本
銀
露

７．１門司・熊本間鉄遺今ijli

７．１府県制施行開始

９．１上野・青森間鉄道全通

12.25衆議院解散

1.20子戒令公布施行(選挙大干渉）

2.15第２回衆議院議風総選挙

6.17小包郵便法公布(10月１日施行）

6.21鉄道敷設法公布(幹線整備・私鉄質

収・公債発行）

6.27震災予防調査会設立

7.30松方首相辞任

８．８第２次伊藤内IlIl成立

9.25第１回全国商業会議所連合会､京都で

開催

１０.1４ドイツ社会民主党、エルフルト綱領

（階級支配の絶滅等)を採択

10.-ロシア､シベリア鉄道建設用資金とし

てフランスから５千万フラン借入れ

11.－イタリア､恐慌発生(破産者多数発生）

12.Gドイツ、オーストリア・ベルギー．イ

ダリア３国と通商条約調印(12月16日ス

イスとも調印）

1.21英国､公定歩合引下げ､3.5→３％(４

月７日2.5％、２８日２％、１０月20日３％）

3.12英国、炭鉱スト発生

6.30米国、ペンシルバニア州でスト発生、

全米鉄鋼ストに発展

8．２オーストリア、金本位制採用

8.1フロシア・フランス間、軍事協約成立

(独・伊・襖３国同盟に対抗）

11.26プIノュッセルで第４回国際通貨会議

開催(12月17日まで）
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－４８－

年号 日本銀行 金融一般

明治25年

(1892年）

(稀議未了）

明治26年

(1893年）

3.23公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、１銭４厘）

４．１札幌･函館･根室出張所開設、同時に北

海道内16か所に派出所を開設(派出所は明

拾39年５月までに廃止）

４．１当座預金の付利全廃

5.31公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、１銭３厘）

９．１計算局廃止(文欝局に統合）

９．２公定歩合引上げ(当所商業手形割り|歩合

2厘引上げ、１銭５厘）

１０．１西部支店開設(収I)あえず赤間関市く現

在の下関市＞に設臓、明治31年10月福岡県

''１司町に移転）

１１２１公定歩合；I上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、１銭７厘）

1.18鉄道公債会計法･官設鉄道用品資金会計

法各公布(いずれも27年度から施行）

４．１鉄道公債第１回募jlL告示

５．１銀行条例施行細ＨＩ･貯蓄銀行条例施行細

ⅡⅡ各公布

７．１銀行条例・貯蓄銀行条例各施行

7.22取引所の資本金･営業保証金･株式手数

科・積立金及売買取引の方法に関する規程

並仲買人免許料金額の件公布

10.16貨幣制度調在会規ⅡU公布

12.18名古屋株式取引所設立

明治27年

(1894年）

1.22公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、１銭８厘）

２．８公定歩合引｣こげ(当所商業手形割引歩合



明治25年～明治27年

－４９－

(1892年～1894年）

政治・経済等 海外
首
相

大
赦
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

３．４取引所法公布(10月１日施行、ltl法施

行規11リ・取引所令７月22日公布、米商会

所条例・株式取引所条例廃止）

4.14出版法・版権法公布

4.21酒精営業税法公布(７月１日施行）

8.12「君が代｣を国歌に制定

９．９各地株式取引所･米穀取引所、株式会

社に改組し取引所法による指定をうける

(東京株式取引所の指定は１６FI）

9.１０富岡製糸場、三井高広に払下げ

10.31外交官及領事官官制改正(試験任用制

度を創設）

12.23日本紡績会社設立認可(29年１月開業）

12.30衆議院解散

1.1４ハワイでクーデター発生（１月17日臨

時政府が樹立ざれ王制廃止を宣言、米国
の保護領となる）

1.26英国､公定歩合引下げ、３→2.5％（５

月４Ｆ１３％、１１日3.5％、１８日４％、６月

８日３％、１５日2.5％、８月３日３％、１０

日４％、２４日５％、９月１４日４％、２１日

3.5％、１０月５［１３％）

4.-オーストラリア､金融恐慌により銀行

破綻続1１１

6.26インド、金為替本位制採用(銀貨の自

由鋳造禁止）

7.-米国、株価大暴落、恐慌発生(銀行閉

鎖多数）

8.－イタリア王国銀行、国立トスカナ銀

行・トスカナ信用銀行を合併、イタ'ﾉア

銀行となる

１０．１米国、シャーマン銀買上法廃止

1ｑ－ラテン通貨同盟会議､加盟国内流通の

イタリア銀貨引上げを決議

－イタリア、年末金融恐慌発生(ローマ

銀行解散､発券銀行はイタリア･ナポリ．

シチリアの３行となる）

１．４露仏|可盟成立

２．１英任l、公定歩合；|下げ、３→2.5％

伊
藤

博
文
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－５０－

年号 日本銀行 金融一般

明治27年

(1894年）

1厘引上げ、１銭９厘）

４．１京都出張所開設

6.12国庫金出納上一時貸借に関する法律公

布

6.19公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、２銭）

7.26公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、２銭１厘）

10.12吋政府一時貸借による貸上げ950万円の

契約締結(28年末までの累計5300万円）

11.14軍費調達のための政府賃上げの指令を

受ける(28年２月まで累計2000万円実行）

11.19予告なく行う政府賃上げの極度額を100

万円と定める

11.3O日本銀行保有正貨準備の金貨価格引上

げ(100円につき130円を170円に、１２月15日

180円、１７日190円）

3.27近江銀行設立

8.14期群事件費に関する財政処分勅令公布

(戦費調達のため特別会計資金の繰替え便

用・借入金・公債発行を認める）

8.16軍事公債条例公布(17日第１回正準公債

3000万円の募集を告示）

10.24臨時乖事費特別会計法公布

10.24砿費支弁のため１億円を限度として公

慣発行･借入金を認める旨の法律公布(11月

22日第２回mlJ公債5000万円の募集を告示）

１２．８政府､軍用切符及徴発証票発行方法を定

ぬる

明治28年

(1895年）

３．２貴族院､日本銀行課税法案ならびにＨ本

銀行条例中改正法律案を否決、廃案となる

3.20政府の命により対朝鮮政府{lIr款(300万

円)を締結

2.13銀行条例改正法律公布(大口貸出規制条

項を削除）

３．４軍費支弁のため公偵発行･借入金を認め

る旨の法律公布

3.16鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法の－

部改正公布(常業満期国立銀行にも適用、４

月１日施行）

3.16貯蓄銀行条例１１'改正公布(資金運用上の

制限を廃止し、貯金払戻し担保として預入

する金額の制限を綬和、以後貯蓄銀行の設

立急増）

４．５通貨及証券模造取締法公布

4.20紀陽貯蓄銀行設立(現紀陽銀行）



明治27年～明治28年

（1894年～1895年）

首
相
Ｉ

－５１－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

３．１第３回衆議院議員総選挙

６．２政府､消国の朝鮮出兵に対抗して朝鮮

派兵を決定

６．２議会解散

6.１０神戸・広島111]鉄道開通

7.16日英通商航海条約調印

８．１清国に対し宣戦布告(日清戦争、２８年

３月30日休戦調印）

９．１第４回衆議院議員総選挙

9.17日清戦争黄海海戦

１０．１束京商品取引所開業(41年12月１日東

京米穀商品取引所に吸収）

11.12日米通商航海条約調印

１２．１第１同全同慶事大会開催(43年まで毎

年開他）

１２．１日伊通商航海条約調印

２．１京都電気鉄道開業(遜気鉄道のはじま

り）

3.13質屋取締法公布(９月１日施行、質屋

取締条例廃止）

4.17日清講和条約調印

4.23露･独･仏３か国、日本に対し遼東半

(22日２％）

2.10独露通商条約調印

2.15期群、東学党の舌L発牟

7．４ハワイ共和国成立宣言（８月７日米国

承認）

8．７英国、日講戦争に中立を宣言(８月９

日ロシアも）

－イタリア､銀行破綻続出､政府紙幣の

免換停止
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－５２－

年号 日本銀行 金融一般

明治28年

(1895年）

7.１０函館出張所を北海道文jiWに昇格､同時に

根室出張所を派出所にする(j根室派出所は

明治31年末廃止）

7.12公定歩合；|下げ(当所商業手形割；l歩合

２厘引下げ、１銭９厘）

8.17臨時株主総会で増資を決議(2000万円→

3000万円）

11.14ｆｉｔ澱調達のための政府貸上げを実行(２９

年４月まで計2000万円に及ぶ）

12.12政府から｢預ケ合二関スル命令香｣を受
ける

12.25滴国賠償金はすべて日本銀行寄託とな

り政府から寄託J子i金事務取扱いを命じられる

５．２墹田銀行設立(現羽後銀行）

７．３貨幣制度調在会､大蔵大臣に調査報告書
を提出

8.31足利銀行設立

９．７三菱合資会社銀行部設立認可(10月16日

開業）

9.18住友銀行設立認可(住友吉左衛Ｆ１の個人

経営、１１月１日開業）

10.16明治27.28年戦役の一時賜金交付のため

第３回軍事公憤を特別発行(33年10月まで

に992万円）

10.19根方銀行開業(資蓄会を改組、現駿河銀

行）

10.31滴国賠償金第１回分5000万両(7400万

円)受領(賠償総額は遼東半島還付報償金を

含め3800万ポンド＝３億6400万円、在外正

貨のはしまI)）

11.15四日市銀行設立(現三垂銀行）

１２．５貨幣制度調盃会廃止

明治29年

(1896年）

1.11政府、清国賠償金のうち100万ポンドを

Ｈ本銀行に交付し、同行がこれを本邦に取

寄せるよう命じる(国内正貨減少対策､５月
まで累計500万ポンド交付）

２．６構図賠償金取扱いに関し､横浜正金銀行

ロンドン支店を代理店とする旨の約定締結

2.28政府から国債証券貫入蛸却法に基づく

債券買入れの取扱いを委託される

３．４n本銀行課税法案･日本銀行条例中改正

法律案が再び議会に礎111される(審議未了）

１．９政府、戦後財政10年計画を議会に提lＨ

2.21国債証券買入蛸却法公布

３．４姉３回珂tEl#公債1000万円募災告示(Liji幕

低調､償金特別会計資金で500万円、日本銀

行で350万円買入れ）

３．５償金特別会計法公布

３．９国立銀行券の通用期限を明治32年12月

９日と定め、引換期間をその翌日から満５



明治28年～明治29年

（1895年～1896年）

－５３－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

島をiif国に還付するよう勧告(いわゆる

三国干渉）

６．８日露通商航海条約調印

6.18生糸検交所法公布(29年４月１日施行）

8.29横浜商業会議所設立認可(同商法会議

所業務継承）

8.-企業ぼっこう熱高まる

１０．８京城で日本人､大院君を擁してクーデ

ターをおこす

１１．８遼東半島還付に関する日赫条約調印

3.15日本郵船、欧州定期航路を開く（８月

１日北米航路、１０月１Ｆl豪ｸﾄl航路開始）

3.24航海奨励法・造船奨励法公布(10月１

日施行）

3.28登録税法・酒造税法・営業税法・自家

用酒税法･混成酒税法･葉煙草専売法公布

5.2２ロシア、帝国銀行金売買許可

７．６フランス･ロシア、清国へ共同借款供

与(４億フラン、年４％、期間36年）

－朝鮮、銀本位制採用

博
文
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第
二
次
）
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－５４－

年号 日本銀行 金融一般

明治29年

(1896年）

4.10本店店舗を現在地(日本橋区本両替町

10)に新築移転

5.16政府から償金特別会計法の規定により

預け合いを行う旨の令達を受ける(20日に

第１回実行、日本銀行580万ポンド受入れ、

政府賃上げ5000万円）

９．７公定歩合引_上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、２銭）

9.29政府、本邦に回送する正貨は金塊・金

賃・英貨を主とするよう日本銀行に通達

10.23大阪支店､逸身銀行救済資金として30万

円を大阪同盟銀行７行保証により触通

10.27理事．Ⅱ|上左七郎、大阪支店の救済融資

問題の責任をとり辞職

１１．４蔵相､公定歩合変更につき認めていた届

出制を廃止し許可制に戻すことを通達

１１．４Ⅱ|田総裁病没(公式発表７日）

11.11第４代総裁に岩崎弥之肋が就任

１２．１台北出張所開設

12.10政府､英貨による預け合いに代えて金貨

または金塊による無利子預け合いを行う旨

を日本銀行に通知(11日637万円、２４日41万

円いずれも地金で実行）

12.25政府、日本銀行の要謂により在外英貨

100万ポンドを日本銀行に預入することを

決定(28日実行､日本銀行は発行準備に充当）

12.2530年１月から毎週営業報告を官報に禍

Witすることを決定

か年とする旨の法律公布

３．９営業満期国立銀行処分法公布

３．９大垣共立銀行設立

3.23国立銀行営業満期前特別処分法公布(満

期前の普通銀行への転換手続の簡略化）

3.30事業公債条例公布(陸海乖拡張．鉄道蓮

設・製鋼事業等のための起債）

3.31臨時軍事費特別会計終結

４．１大阪手形交換所設立(従来の大阪交換所

は11月に解散）

4.14両羽銀行設立(現山形銀行）

4.20日本勧業銀行法･農工銀行法･農工銀行

補助法・銀行合併法各公布

5.14北海道鉄道敷設法公布(北海道鉄道公憤

の発行）

6.21阿波商業銀行設立(現阿波銀行）

9.25第一国立銀行､営業満期となり、９月2６

日から普通銀行㈱第一銀行として営業を開

始(以後32年２月までに122行が国立銀行か

ら普通銀行に転換）

10.14帝国整理公債､ロンドン市場上場を認め

られる(わが国国憤の国際市場初上場）

10.－大阪に銀行動揺発生(短期．局地的に収

まる）

明治30年

(1897年）
1.14北浜銀行設立



明治29年～明治30年

（1896年～1897年）

－５５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

3.30棉花および羊毛の輸入関税免除法公

布(４月１日施行）

3.30八輪製鉄所官制公布(４月１日施行）

４．４日独通商航海条約調印

４．８移民保護法公布(６月１日施行）

６．９朝群問題に関する日露議定書調印

7.21日消通商航海条約調印

８．４日仏通商航海条約調印

8.28伊藤首相辞任(31日、枢密院議長黒田

清隆、首相臨時兼任）

9.18第２次松方内閣成立

１１．１収税署を税務署と改称(全国504か所

で開署）

４．６第１回近代オIノンビック､アテネで開

催(４月15日まで、１３か国参加）

5.23英国・ドイツ、清国へ共同借款供与

(1600万ポンド、年５％、期間36年）

9.１０英国､公定歩合引上げ、２→2.5％(2４

日３％、１０月22日４％）

1．３ロシア、金本位制採用(通貨制度改

革く通貨単位1/3に切下げ＞）
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－５６－

年号 日本銀行 金融一般

明治30年

(1897年）

３．１名古屋支店開設

3.22横浜ｌＥ企銀行へ為替資金として渚国賠

償金'''100万ポンドを６月まで４回に分け

て預入

3.29免換銀行券条例中改正公布(10月１Ｕ施

行、貨幣法制定に伴い金貨免換に改める）

５．１計算局を復活(文轡局から分離）

５．４造幣局正貨払渡事務は本店と大阪支店

で行うことに改正(横浜正金銀行横浜･神戸

支店へ委託の代理業務は廃止）

5.26日本銀行､日清戦後の諸愉勢を勘案し今

後の銀行制度･同行の営業活動･国庫制度.

発券制度等に関する考え方を大蔵大臣に｣二申

６．２政府から、ロンドンにおける111事公仮売

出しに関し、公債の引渡しおよび売却代金

のイングランド銀行への預入を命じられる

6.14個人取引開始

6.14担保品付手形割引を廃止し保証品付手

形割り|制度(見返品制度)を新設

6.14公定歩合の体系変更(銀行取り|と個人取

引の区分など）

6.23来京卸売物価指数(明治20年１月＝100）

を公表

７．２横浜正金銀行の資金不足に対処し100万

ポンド預入(32年12月27日まで累計540万ポ

ンドに達する）

７．９横浜正金銀行に対し外国における公債

元利余支払事務を委託

8.11公定歩合引上げ(当所商業手形割ｳ|歩合

1厘ﾘl上げ、２銭１厘）

8.11制限外発行税率引上げ(年５％→６％）

１０．１新金貨の股小額が５円と定められたこ

とに伴い､免換銀行券の券種を五円･十円･百

３．１測地銀行(個人経営)設立

３．１高知銀行設立(第三十七国立銀行の営業

を継承、現四国銀行）

3.29貨幣法(金本位制の採肘)･貨幣整理資金

特別会計法・政府発行紙幣の交換に関する

改正法律・貿易一円銀の洋銀並価通用廃止

法律各公布(いずれも10月１日施行）

４，１台湾銀行法公布

５．４造幣規１１ﾘ全面改正公布

5.13貨幣の形式を定める勅令公布

5.-政府､預金部保有軍事公債4300万円をロ

ンドンで売却することを決定(５月28日、日

本銀行とサミュール商会との間に売買契約

成立）

６．７日本勧業銀行設立認７３J(８月２日開業）

９．１三十四銀行設立(第三十四国立銀行の営

業を継承）

9.21-円銀貨を貨幣法に基づく新金貨と引

換える旨を告示(10月１日開始､なお政府は

翌jFまでに二十円・十円・五円の新金貨総

額7000万円を鋳造）

9.21美含銀行設立(現但馬銀行）

１０．１貨幣法施行により金本位制に移行(法定

価格、金２分く750ミリグラム＞＝１円、明



明治30年

(1897年）
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3.24新聞紙条例改正公布

3.25水産講習所設蔵(水産伝習所を改組）

3.29関税定率法公布(32年１月１日施行）

3.29国税徴収法・保税倉庫法公布(いずれ

も７月１日施行）

4.12重要輸出品同業組合法公布

4.27生糸直輸出奨励法公布(31年４月１日

施行）

6.26外国新聞電報親llU公布(７月１日施

行）

1.21英国､公定歩合引下げ、４→3.5％（２

月４日３％、４月８日2.5％、５月13日

2％、９月23日2.5％、１０月14日３％）

6.16米国・ハワイ、併合条約調印

7.24米国、関税条例制定

8.2９ロシア､帝国銀行に銀行券発行特権付

与

10.16朝蝉、国号を鯨と改める

松
方

正
義
〈
第
二
次
）

松
方
正
義

〈
第
四
代
）
岩

崎
弥
之
助



－５８－

年号 日本銀行 金融一般

明治30年

(1897年）

円の３１inとする

１０．１銀券局を発行局と改称

１０．１帯広・旭Ⅱ|派出所開設(帯広は明治34年

３月末、旭川はliiI39年５月11日廃｣上）

10.21政府から韓国へ極印円銀８万枚の回送

を命じられる(輔国に流通している日本の

－円銀と交換するため）

10.23公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、２銭２厘）

１１．１制限外発行税率；|上げ(年６％→７％）

１１．１′l､樽派出所を出張所に昇格

拾４年の新貨条例に比べ円の金平価を半分

に切下げ、これに伴い貨幣条例廃止）

１０．１－円銀貨を明措31年４月１日限り通用

禁止とする旨の勅令公布

105大阪銀行集会所設立(大阪同盟銀行集会

所は解散）

１１．１家禄賞典禄処分法公布(禄高整理公債の

発行）

１２．６二十七銀行設立(第二十七国立銀行の営

業を継承、束京渡辺銀行の前身）

12.23政府､綿紡績業界救済のため横浜正金銀

行上海支店へ為替資金300万円の預入を決
定

12.-大阪玉造銀行および京都百‐}－銀行支
払停止

明治31年

(1098年）

1．１岩見沢派出所開設(明治39年５月８１Fl廃

止）

２．１検査局設置

２．９公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

１厘引上げ、２銭３厘）

2.18政府から免換銀券一円券を回収し補助

銀貨を使用するよう令達される

3.14公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、２銭４厘）

4.15政府から償金特別会計資金による公憤

の市場買入れを命じられる(19日から10月

10日の間に額面計3871万円実施、日本銀行

初の国債買いオペレーションといわれている）

５．２日本勧業銀行の行う救済貸付支援のた

め勧業憤券応募を命じられる(32年４月ま
で累計374万円）

７．５償金特別会計資金による公ｲUi買入れのた

１．９静岡農工銀行開業(以後33年９月までの

間に全国各府県に１行ずつ開業）

1.15京都手形交換所設立

２．８京都同盟銀行集会所設立

4.15政府､日本勧業銀行に対し臨時救済貸付

の実施を命じる

4.15郵便貯金金利引上げ(4.2％→4.8％）

6.11-円銀貨の引換期Illlを７月31日とする

法律公布

6.11政府紙幣の通用廃止の法律公布(通用期

限32年12月末、交換期限37年12月末）

７．１百三十銀行設立(第百三十国立銀行の営



明治３０年～明治３１年

（1897年～1898年）

－５９－

政治・経済等 海外

首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

12.25議会解散

12.28松方内閣総辞職

１．１葉煙草専売制度実施

1.12第３次伊藤内閣成立

2.24日本鉄道会社の機関手､同盟罷業に突

入(鉄道ストのはじめ）

3.15第５回衆議院議員総選挙

4.25韓国の独立承認および内政不干渉に

関する日露議定書調印

5.11閏年に関する件公布

6.10議会解散

6.24伊藤首相辞表提出

6.28来京・京都･大阪３市市制特例廃止法

公布(10月１日一般市制施行）

6.30節１次大隈正信内閣成立

－スウェーデン帝国銀行､銀行券の発行

椎を独占

3．１英国・ドイツ、構図へ第２次共同借款

供与(1600万ポンド、年4.5％､期間36年）

３．Bドイツ・禰国間膠州湾租借条約調印

（99年間）

3.2７ロシア、消国と旅順･大迎租借条約調

印(南満州の鉄道敷設権を獲得）

4．７英国、公定歩合引上げ、３→４％（５

月26日3.5％、６月２日３％、３０日2.5％

９月22日３％、１０月13日４％）

4.25米国､スペインと戦争状態にあること

を宣首(米西戦争）

6．９英国、消国から九竜を租借(99年11111、

つづいて７月１日威海衛もく25年間＞）

7.13韓国、金本位制採用

松
方
正
義
（
第
二
次
）

２

伊
藤

博
文
（
第
三
次
）
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－６０－

年号 日本銀行 金融一般

明治31年

(1898年）

め、銀塊1500万円の日本銀行への預入によ

る預け合いを実施

7.11支店へ取り|先別貸出極度額設定を内達

(営業予算制度のｌｉｉ身）

１０．８公定歩合；|下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、２銭２厘）

1ｑ２０岩崎総裁辞任､第５代総裁に山本達雄が

就任

10.20制限外発行税率引下げ(年７％→５％）

10.31西部支店、門司へ移転(開業）

１２．７公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

2厘引下げ、２銭）

業を継承）

７．１１１１口銀行設立(個人経営、第百四十八国

立銀行の営業を継承）

９．２銀行条例･貯瀞銀行条例・銀行合併法を

台湾に施行する勅令公布

明治32年

(1899年）

１．１仮IAl規を廃止し、内規を制定(検在・常

業・出納・発行・国庫・文書・株式・計算

の８局および秘書篭に改組）

2.10公定歩合引下げ(当所商業手形剤ｳ|歩合

１厘;|下げ、１銭９厘）

2.21理事薄井佳久辞職(以後３月にかけて理

事・局長・支店長など薄井を含め計11名が

狭を連ねて辞職）

3.10免換銀行券条例中改正法律公布(保証発

行限度引_'二げ、8500万円→１億2000万円）

3.１０日本銀行納税に関する法律公布〈発行税

制度の採用）

3.11公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭８厘）

3.13蔵相から保証発行限度の引上げに伴い

Jﾋﾟ貨吸収莱を講じるよう内訓を発せられる

3.23外債募集事務を命じられる

４．１供託関係事務取扱い開始

４．１免換券(甲)五円券を発行

4.12公定歩合引下げ(当所商業手形剤；|歩合

1厘引下げ、１銭７厘）

4.13公債市価の額面維持のため､政府からｌｉリ

勘定による公債の市場買入れを命じられる

4.15横浜正金銀行に金貨1000万円の預人を

決定(６月300万円、７月700万円実行）

4.28政府の依頼によりロンドンで発売のiFpl『

２．８事業公償及鉄道公債特別会計法公布(鉄

道公憤会計法廃止）

2.-国立銀行すべて消滅(私立銀行へ転換、

営業満期、営業廃止のいずれかによる）

３．２台湾銀行補助法公布

3.22北海道拓殖銀行法公布

3.22台湾事業公債法公布

3.22軍艦水宙艇補充基金特別会計法公布

3.30政府、償金特別会計から軍事公債500万

円を日本銀行に売却(日本銀行を通じる市

場からの公憤買入れ代金等に充当）

4.2OljKl債を外国において募集する場合に関

する法律公布



明治31年～明治32年

（1898年～1899年）

－６１－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

醗
本
銀
韓

ａｌｏ第６回衆議院議員総選挙

10.29閣僚の一部辞表提出(31日内閣総辞

職）

１１．８第２次山県内閣成立

２．８供託法公布(４月１日施行）

2.24不mb産登記法公布(６月16日施行）

３．２特許法・意匠法・商標法公布(万国工

業所有権保謹同盟条約に基づき制定、い

ずれも７月１日施行）

３．４著作権法公布(７月15日施行）

３．９新商法・商法施行法公布(いずれも６

月16日施行）

3.10印紙税法公布(４月１日施行）

3.14関税法公布(８月４日施行）

3.22耕地整理法公布(33年１月１５日施行）

3.23国有林野法･森林資金特別会計法公布

3.24トン税法公布(８月４日施行）

9.21滴国、戊戌の政変おこる

12.10米西戦争終結のパリ講和条約調印に

より、米国はフィリピン・グァム・プエ

ルトリコを穫得(キューバの独立も承認

される）

1.19英国､公定歩合引下げ、４→3.5％(２

月２日３％、７月311F13.5％、１０月３日

4.5％、５日５％、１１月30日６％）

3.-111束で義和団蜂起

大
隈
璽
信
（
第
一
次
）
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－６２－

年号 日本銀行 金融一般

明治32年

(1899年）

公債中約20万ポンド(183万円)を質入れる

6.14鯨国産金職人資金として第一銀行に対

し20万円を無利息で預入(後日他行へも実

施）

7.15福島出張所開設

7.28公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

１厘引下げ、１銭６厘）

8.16幅島出張所、荷為替手形割引を開始(１９

日全店で開始）

9.30台北出張所廃止(金庫・公債躯務は台湾

銀行へ委託）

１０．１見換券(甲)十円券を発行

１１．４営業予算編成手続を制定し取引先別貸

出極度額と支店出張所別運用予算額を設定

11.10公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、１銭７厘）

11.26横浜正金銀行への免換事務委託を解除

11.27公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

2厘引上げ、１銭９厘)、また公定歩合の体

系を改め銀行取引と個人取引との区分を廃止

11.27政府から金銀地金1150万円の預入を受

ける(本日500万円、２９日650万円）

12.19公定歩合引上げ(商業手形割引歩合は据

置き）

5.31大蔵省､四分利付英貨公債1000万ポンド

募災手続公布

６．１政府､四分利付英貨公償をロンドンで藻

巣する契約に鯛印(シンジケート＝パー

ス・香港上海・チャータード・横浜正金の

4銀行、総額1000万ポンド）

６．７政府､償金特別会計資金をもって外憤買

入れを決定(買入額250万ポンド）

9.11政府､台湾銀行に対し銀行券準備として

円銀200万円を賃下げ

9.26台湾銀行開業

9.-諸井時三郎､東京綿糸合資会社内に諸井

手形部を設け手形売買仲介業を開始(ピ

ル・ブローカーの股初）

１１．１銀行倶楽部ilﾘ立(大正５年７月25日、束

京銀行倶楽部と改称）

１２．１株式相場暴落(１日後場と２日を休会と

する）

１２．２蔵相､日本銀行総裁とともに金融界の動

揺に対処する決意を表明

１２．９国立銀行紙幣通用期Ｍ１満了

12.19福丼銀行設立

12.31政府紙幣通用期間満了

明治33年

(1900年）

1.16銀行合併法廃止



明治32年～明治33年

（1899年～1900年）
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６．９農会法公布(33年４月１日施行）

7.13新開港場22港を指定

7.17輸出税全廃(１日税関法・税関規則は８

月４日廃止）

5.10ハーグで第１回平和会議開催（７月2９

日まで、２６か国参加）

6．７ロシア、通貨法改正

９．６米国、英国・ドイツ・ロシアに清国の

門戸解放に関する覚書を通告(引続き

日・伊・仏にも通告）

9.15インド、鋳貨および紙幣法公布(金為

巷本位制確立）

10.１０フィラデルフィアで万国商業会議所

連合会開催

10.12ボーア戦争はじまる

11.16滴国･フランス間、広州湾租借条約調

印(99年間）

1.11英国、公定歩合引下げ、６→５％(1８

日4.5％、２５日４％、５月24日3.5％、６

月14日３％、７月19日４％）

1.27北京列国公使団､消国に対し義和団鎮

圧を要求

山
県

有
朋
（
第
二
次
）

松
方
正
義

（
第
五
代
）
山

本
達

雄



－６４－

年号 日本銀行 金融一般

明治33年

(1900年） 3.20公定歩合引上げ(当所商業手形割り|歩合

２厘引」二げ、２銭１厘）

4.18公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２腿引上げ、２銭３厘）

4.18制限外発行税率引上げ(年５％→７％）

5.31小樽出張所､北海道産砂金のH入れ事務

を開始

6.21制限外発行税率;|上げ(年７％→８％）

7.18公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

1厘引上げ、２銭４厘）

10.11対政府一時貸借による賃上げ500万円の

契約締結(12月には1200万円に拡大）

11.１０横浜正金銀行に対し当座貸趣を認める

(極度額400万円）

12,25免換券(甲)百円券を発行

2.16北海道拓殖銀行設立(４月２日開業）

３．７産業組合法公布(９月１日施行）

3.12郵便切手貯金規11Ｉ公布

3.13郵便為替法公布(10月１Ｈ施行）

3.22保険業法公布（７月１日施行）

3.2ｺ日本興業銀行法公布

6.27北消事件費に関する財政上の緊急処分

勅令公布

7.22台湾銀行券の通用ならびに犯罪処罰に

関する律令公布

11.-横浜蚕糸銀行支払停止､来京明拾銀行臨

時休業(市中銀行の警戒感強まる）

12.25熊本第九・熊本貯蓄の両行鴎時休業(九

州地方に銀行動揺広まる）

明治34年

(1901年）

４．８兄返品保証価格を全面改正

4.-大阪支店､銀行救済のため特別触通を実

施(名古屋支店･京都出張所でも対策を識し

る）

5.29対政府一時貸借限度を2000万円に引上

げ

1.-銀行動揺、関東･伊勢･大阪方面に拡大

(３月～４月にかけて関西地方激化､香川．

長崎にも波及）

4.18大阪銀行巣会所、救済|iil盟を結成

５．３京都で銀行動揺再燃

６，６大阪銀行集会所組合銀行､預金金利引下



明治３３年～明治３４年

－６５－

(1900年～1901年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

醸
本
銀
嶽

３．７m要物産同業組合法公布(４月１日施

行）

３，７未成年者喫煙禁止法公布

3.10治安警察法公布(集会および政社法廃

止）

3.13郵便法公布(10月１日施行）

3.14近信法公布(10月１日施行）

3.16私設鉄道法・鉄道営業法公布(10月１

日施行）

3.29衆議院議貝選挙法改正公布

6.15清国へ派兵決定(北清11Ｆ変）

6.17綿糸紡績業界、大幅操短を決議

９．１郵便規則・近報規11Ｉ・私設電信規ⅡⅡ公

布(10月１日施行）

9.26山県首相辞任

10.19第４次伊藤内lWl成立

3.30iii税諸法律公布(酒精および酒精含有

飲料税法・麦酒税法・砂糖消費税法・酒

造税法改正・関税定率法改正、いずれも

10月１日施行）

4.13漁業法公布(35年７月１日施行）

5．２伊藤首相辞任

5.27神戸・下関間鉄道全通

６．２第１次桂太郎内閣成立

3.14米国、通貨法公布(金銀複本立制から

金蝿本位制へ）

3.-米国､国法銀行法改正(国法銀行増設）

5.28桁国、義和団の乱拡大、北京へ迫る

6.21滴国、北京出兵の８か国に宣戦布告

8.-ロシア、満｝1,1へ出兵

1．１オーストラリア連邦発足

1．３英国、公定歩合引_上げ、４→５％(２

月７日4.5％、２１日４％、６月６日3.5％

13日３％、10月31日４％）

山
県

有
朋
〈
館
二
次
）

９

伊
藤
博
文
（
第
四
次
）

０

６．２

松

力

正

義

９

渡
辺
国
式

０

６２

〈
第
五
代
）
川

本
達

雄



－６６－

年号 日本銀行 金融一般

明治34年

(1901年）

7.24日本銀行､対政府賃上げの累墹を懸念し

上限を設けるよう政府に上申

10.30北清事変費として対政府賃_'二げを実行

(12月28日まで計12回、1500万円）

げを決定(７月１日から実施、定期預金

7.5％以下）

６．７大蔵省証券の公募発行はじめて行われる

９．４大蔵省､銀行設立制限方針を地方長官に

内訓

10.21第一銀行の在韓国支店の銀行券発行を

認可

12.-わが国銀行数のピーク(普通銀行1890行）

明治35年

(1902年）

3.19公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

2厘引下げ、２銭２厘）

6.27公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

2厘引下げ、２銭）

1ｑ３公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、１銭８厘）

10.29製鉄所資金として対政府賃上げ100万円

を実行く11月28日にも同額実行）

1.-諸井手形部、コール取引を開始(コール

取引のはじまり）

２．７大蔵省証券条例改正法律公布(割引発行

が認められ、５月から36年６月まで公募入

札方式により発行される）

3.24製鉄所資金不足の場合の－時借入れに

関する法律公布

3.27日本興業銀行設立(４月11日開業）

４．５日本勧業銀行法改正､農エ銀行法改正各

公布(農工銀行に対する特別担保貸付開始）

５．１藤本消兵衛、大阪で手形仲買業(藤本ピ

ルプローカー)を開業

６．３取引所の資本金･営業保証金の改正、限

月短縮等に関する勅令公布

７．１第一・三井・三菱・策百・十五・横浜正

金の６行、預金金利を協定(３日から実施、

定期預金6.5％）

９．１名古屋手形交換所設立

9.30政府､預金部保有五分利公債5000万円を

日本興業銀行を通じロンドンで売却する契

約に調印

１０．６束京主要銀行、預金協定金利を引下げ

(定期6.5％→６％）

11.-横浜正金銀行天津支店、銀行券(－覧払

手形)を発行(12月に上海、３６年１月に牛

荘く遼東半島＞、３月に北京でも発行）



明治34年～明治35年

（1901年～1902年）

－６７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

鴎
本
銀
露

9.21永代借地権に関する法律および勅令

公布施行

１２．３日本赤十字社条例公布

９．７義和団班件股終議定書調印(日本・粉

国のほか10か国代表参加）

1.30日英同盟協約調印

3.25商業会議所法公布（７月１日施行、商

業会議所条例廃止）

5.17水産組合規則・漁業組合規則公布(７

月１日施行）

8.10第７回衆議院議員総選挙

8.－東北地方凶作

1.23英国、公定歩合引下げ、４→3.5％(２

月６日３％、１０月２日４％）

1.-シベリア鉄道、ウラジオストック･ハ

パロフスク間開通

４．Ｂロシア･澗国、満州撤兵に関する協定

調印

4.－ロンドン銀塊相場大暴落

5.2Oアルゼンチン、新見換法発布(ペレグ

リニ法）

5.31プレトリア条約調印､ポーア戦争終わ

る

９．５英滴通商航海条約調印(マッコイ条

約）



－６８－

年号 日本銀行 金融一般

明治35年

(1902年）

１２．９公定歩合引下げ(当所商業手形HII引歩合

1厘引下げ、１銭７厘）

12.27制限外発行税率引下げ(年８％→５％）

明治36年

(1903年）

3.18公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

1厘引下げ、１銭６厘）

４．１見返品保証価格を全面改正

５．５小額貨欠乏し－円免換券の回収を中止、

2000万円までの流通を認める(後に3000万

円まで拡大）

1Ｕ２０山本総裁退任(任期満了)､第６代総裁に
松尾臣灘が就任

10.20蔵相､日本銀行の業務遂行上fW意すべき
事項を内訓

10.-国庫局に国庫制度調査委員を設置

12.29軍備補充識の対政府貸_上げ(第１回)を

実行(37年３月まで計22回、4150万円）

1.12来京主要銀行、預金協定金利を引下げ

(定期６％→5.5％）

3.20交換所組合銀行連合会護１６７？

4.23初の全国銀行者大会、大阪で開催

９．９束京主要銀行、預金協定金利を引下げ

(定期5.5％→５％）

12.24政府､対露戦争準備のため英貨公俄2000

万ポンドの募集を閣議決定

12.28軍備補充費として－時借入れ･公債発行

竿ができる旨の緊急勅令公布

明治37年

(1904年）
1.26政府から銀塊買入れの内命を受ける

１．２７艦艇製造費として対政府賃上げ200万円
を実行

1.29主要銀行代表者を招き国債募典に関し
協議

２．３支店長･出張所長を招某し、国債担保貸

出の優遇策・戦時金融対紫につき指示

２．６政府からj､用切符の発行･引換11;務を命
じられる

2.１０日本銀行ロンドン代理店保有英貨40万

ポンドを正貨準備に繰入れる

1.15n本興業銀行経由の吋淌国大治鉄山ｲ甘

款成立(対清投資のはじまり）

1.2Ｂ桂首相､東西主要銀行首脳を招き戦時財

政への協力を要鯖(29Ｕにも財界人へ要錆）

２．６閣議､円錐と引換えできる巫用切符の発
行を決定

2.13明拾36年12月２８日勅令により発行する

第１回国庫債券発行規程公布（’億円､五分

利付、３月１日募巣開始）

2.17政府､英貨公１ft2000万ポンドをロンドン



明治35年～明治37年

（1902年～1904年）

－６９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

１２．２国勢調査に関する法律公布(10年ご

と、第１回は38年を予定のところ延期ざ

れ、大正９年10月１日実施）

12.28議会解散

－小学校への就学率､はじめて90％を上

回る

３．１第８回衆議院議風総選挙

3.20通信官署官制公布(４月１日施行、郵

便局が為替・貯金業務のほか遜信地話業

務を兼務）

4.13国定教科密制度成立(']､学校令の一部

改正）

5.30衆議院、海軍拡張案を可決

6.23日露交渉開始を決定

１０．６日露第１回会談

１１．６海軍工廠条例公布

12.11議会解散

3．２フィリピン、鋳貨法制定(金為替本位

制採用）

３．３米国、清国･メキシコ政府の協ﾌﾞ｣要請

により両国通貨制度改革研究のための３

人委員会設置

5.21英国、公定歩合引下げ、４→3.5％(６

月18日３％、９月３日４％）

10.20米国・カナダ間、アラスカ国境確定

11．３パナマ、コロンビアから独立(１１月６

I]米国承認）

２．５日露国交断絶訓電

2.1、ロシアに対し宣戦布告(日露戦争）

2.23日鮠議定書調印(韓国の独立保持、蝉

国内における軍事行動等について）

1.23緯E1、日露戦争に中立を声明

2.12消国、日露戦争に中立を宣言



－７０－

年号 日本銀行 金融一般

明治37年

(1904年）

2.20古金銀貨幣･金銀地金･金銀器物同人規

程を制定

2.22高橋副総裁､政府から外債募災または慨

発五分利公債の売却に関し渡欧を命じられ

る(24日出発、３８年１月帰朝）

2.29日本銀行再割引ニューヨーク向け輸出

手形のうち400万円を限度に正貨漁備とす

ることが認められる

3.１０朝鮮における軍用切符引換事務を第一

銀行に委託

4.21臨時事件費支弁に関する法律に基づく

対政府賃上げ(第１回)を実行(38年３月末

まで計130余回、２億3900万円）

4.30百三十銀行救済のため横浜正金銀行経

由政府保証融資を実行(100万円）

5．７ロンドンにおいて第１回外債募集に関

しシンジケート団と契約調印

5.20噸用切符取扱いのため京城と仁Ⅱ|に中

央金庫派出所を設世(以後朝鮮･満州･樺太

の各地に増設、第一・横浜正金・北海道拓

殖各行に代理店委託）

5.30政府から六分利付英貨公債の事務取扱

いを命じられる

6.29外債募集金の一部をもって英国大漉省
証券を醗入

７．２公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、１銭８厘）

７．７横浜正金銀行をして小口英貨為替の売
却を行わせるため同行へ10万ポンド預入

(８月２日まで計30万ポンド預入）

７．８政府から百三十銀行救済のため国庫金

600万円の特別融通を令達され､即日一部実
行

7.23横浜正金銀行ロンドン支店との間の国

償事務に関する代理店契約を更改(ニュー

ヨーク支店とも同様契約を締結）

8.16大蔵省証券の優遇措極を支店へ通知(再

割引･担保貸出の実施､商手なみ金利の適用）

９．１国憤局設極(営業局から分離）

で募集する方針を決定

2.-政府､正貨対策として横浜正金銀行に対

し輸出為替賀進み・輸入為替質控えを内命

3.22来京交換所組合銀行､貯蓄勧業債券法案

廃棄希望意見をまとめ議会筋に陳情(大

阪・名古屋銀行家も反対決議）

3.30臨時事件費支弁に関する法律公布(借入
限度２億8000万円）

3.30陸海正に属する臨時事件費特別会計法

公布

3.31臨時軍事費予算公布(第１次３億8000万

円）

４．１貯蓄憤券法公布(８月１日施行）

４．５金銀地金糖製及品位証明規則中改正の

件公布施行(金銀地金の輸納促進のため低

品位地金追加、１０月21日再引下げ）

5.10醗時事件費支弁のためロンドン･ニュー

ヨークで幕巣する公債に関する勅令公布施

行(鋪１回六分利付英貨公憤1000万ポンド）

5.23臨時事件費支弁のため発行する第２回

国庫債券発行規程公布（１億円、五分利付、

６月10日募集開始）

5.-岐阜県下銀行励揺

6.14台湾銀行券発行に関する律令公布(７月

１日施行）

6.17百三十銀行支払停止（７月11日再開）

９．１郵便貯金金利引上げ(4.8％→5.04％）



明治37年

(1904年）

－７１－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

３．１第９回衆議院議員総選挙

４．１非常特別税法公布施行

４．１煙章専売法公布(７月１日施行）

8.22日韓協約調印

8.29日印通商条約調印

４．８英仏協商調印

4」４英国、公定歩合引下げ、４→3.5％(2１

日３％）

6.2フパナマ、金為替本位制採用

桂
太

郎
（
第
一
次
）

甘
鯛
荒
助

（
第
六
代
）
松

尾
臣

善



－７２－

年号 日本銀行 金融一般

明治37年

(1904年）

９．７横浜正金銀行に対し緊急の場合､在ロン

ドン外貨準備から10万ポンドを限度として

臨機に売却できることとする

10.14政府から本邦産銀買入れの令達を受け

る

10.15横浜正金銀行牛荘支店に１K用切符のワ’

換事務を委嘱

10.27百三十銀行救済融資200万円を実行

11．７ロンドン代理店監督役設置

12.19公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、２銭）

9.301L1本勧業銀行、貯蓄債券を発行(39年1２

月の発行停止まで12回累計2043万円発行）

10.12臨時Zli件費支弁のため発行する第３向

国１，１１債券発行規程公布(8000万円、五分利

付｡、３１日募集開始）

10.30郵便局国庫債券取扱規程公布(国価応募

の申込み、応募金の払込み、債券交付等）

11.10公債募集に関する勅令公布(臨時事件費

支弁のため公憤１億2000万円を募柴できる）

11.10第２回六分利付英貨公憤1200万ポンド

をロンドン・ニューヨークで募集する件に

関する勅令公布

１２．９国立銀行紙幣交換期限満了

12.31政府紙幣交換期限満了

明治38年

(1905年）

２．１ニューヨーク代理店監粁役設置

2.17高橋副総裁､政府の命を受け外債募兆の

ため再度渡欧出発

１．１臨時事件費支弁に関する法律公布(借入

限度４億5500万円）

１．１臨時工事費予算(第２次、７億円)公布

1.21臨時事件費支弁のため発行した国憤の

価格計算に関する勅令公布

2.16国債証券価格計算に関する法律公布施行

2.16郵便貯金法公布(７月１日施行、郵便貯

金条例廃止）

2.18無記名国債の代用納付省令公布

2.27臨時事件費支弁のため発行する第４回

脚庫債券発行規程公布（１億円、六分利付、

３月25Ⅱ幕典開始）

2.-政府J佇蓄債券発行により吸収した預金

部資金の一部をもって勧業債券の還元引受

けを開始(貯祷債券消化のため勧業債券の発

行を停止､日本勧業銀行の資金不足を招来）

3.10外l卸に総ける銀行事業に関する法律公布

ａｌＯ日本勧業銀行法中改正法律(勧業憤券の

買入消却を認めるなど)・日本興業銀行法中
改正法律･北海道拓殖銀行法中改正法律(と

&に業務拡張)各公布

3.13担保付社債信託法･鉄道抵当法･工場抵

当法･鉱業抵当法各公布(いずれも７月１日

施行）

3.24第一銀行の轆国における義務に関する

勅令公布(同行が韓国の中央銀行的な役割
を来たす）

3.26臨時事件費支弁のためロンドン゛ニュー

ヨークで墓災する公債に関する勅令公布

(輔１回四分半利付英貨公債3000万ポンド）



明治３７年～明治３８年

（1904年～1905年）｜
大
蔵
大
臣

－７３－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

11.30百三十銀行に対する政府資金による

救済融資が第２１回帝国議会で問題となる

12.17衆議院､政府の百三十銀行融資は不当

との決議を可決

１．１非常特別税法改正公布

１．１塩専売法公布(６月１日施行）

１．１相続税法公布(４月１日施行）

１．２旅順開城

2.16実用新案法公布(７月１日施行）

3.10奉天占領

1.2２ロシア、第１次革命(ペテルブルグ血

の日昭日事件)おこる

1.31韓国､貨幣整理に関し第一銀行へ委託

1.-スイス、郵便小切手制度採用

2.28独露通商条約調印

3．９英国、公定歩合引下げ、３→2.5％（９

月７日３％、２８日４％）

3.25〆キシコ、金本位制採用（４月14U金

賃の自由鋳造廃止、金為替本位制へ）

3.31第１次モロッコ事件おこる

桂
太

郎
〈
第
一
次
）

曾
禰
荒
助

（
第
六
代
）
松

尾
臣

善



－７４－

年号 日本銀行 金融一般

明治38年

(1905年）

4.19大麓大臣に対し国立銀行紙幣゛政府紙幣

の交換ﾐﾘﾄﾞ務完了を報告

4.251月１日公布法律に基づく臨時事件３１１

支弁のための対政府賃上げ(第１回)を実行

(39年７月まで計57回、7875万円）

6.16公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

２厘引上げ、２銭２厘）

7」８政府からドイツにおける公憤募集金の

運用について指示を受ける(主に同国大蔵

省証券を頁入れる）

7.18政府の命により横浜正金銀行牛荘支店

に対し乖用切符の時価買入れを指示

9．１広島出張所開設

９．８政府､在欧の高橋副総裁に対し、六分利

付英貨公債および第４回・第５回国服俄券

の整理のための低利新外憤(３億円～４億

円)を英・米･独・仏において弊典する交渉

を開始するよう訓電

11.24第２回四分利付英貨公債募集仮契約調

印

4.20臨時事件費支弁のため発行する第５回

国庫債券発行規程公布（１億円、六分利付、

５月lロ募集開始）

７．８１１A1時事件費支弁のため公債募集に関す

る勅令公布(募集限度３位円）

７．８第２回四分半利付英貨公債3000万ボン

ドをロンドン・ニューヨーク・ドイツで幕

集する件に関する勅令公布

11.20臨時国仮整理局官制･臨時国債整理委貝

会規則各公布

11.25国債整理のため四分利付英貨公債(第２

回)5000万ポンドを募集する件に関する勅

令公布

明治39年

(1906年）

2.272月12日公布法律に基づく臨時事件費

支弁のための対政府賃上げ(第１回)を実行

(４月23日まで計15回、5550万円）

3.12高橋1M'１総裁､横浜正金銀行頭取兼任を命

じられる

１．９郵便振替貯金規llU公布(３月１日施行）

2.12臨時事件費支弁に関する法律公布(借入

限度３億6300万円）

2.19台湾銀行法中改正法律公布(銀免換から

金免換に変更）

２２０臨時事件公{H規程公布(２億円、五分利

付、３月８日募集開始）

2.27日本興業銀行、増資750万円のロンドン

での弊jILを決定

３．２国債整理基金特別会計法公布(39年度か

ら施行、償金特別会計法廃止）



明治38年～明治３９年

（1905年～1906年）

－７５－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

４．１刑の執行猶予に関する法律公布(執行

猶予制度創設）

5.27日本海海戦(28日まで）

8.10ポーツマスで第１回日露講和会議開催

8.12ロンドンで第２回日英同盟協約調印

９．１日露休戦議定書調印

９．５日露識和条約および追約調印

10.23韓国に統監府及理事庁を撒くの件公

布

11.17第２次日韓協約調印

12.21桂内閣総辞職

12.22滴州に関する日清条約調印

１．７第１次西園寺公望内閣成立

1.31日本･英領カナダ間通商航海条約調印

2.24日本社会党第１回大会開催(日本平民

党・日本社会党合同）

３．２非常特別税法中改正法律公布(戦後廃

止の予定を戦後経営資金確保のため継続）

６．８ノルウェー、スウェーデンから独立

６．８米国大統領、日.露両国へ鋼和会議下

式招待状

8.20孫文、東京で中国革命同盟会結成

10．６スイス、中央銀行設立(1907年６月2０

日開業）

10.23滴国、１両銀貨本位制採用

10.2６ロシア､ペテルブルグに股初の労働者

代表ソビエト成立

３．４口シア、労働組合法制定

桂
太

郎
（
第
一
次
）

西
間
寺
公
望
（
第
一
次
）

■
▲
Ｐ
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荒
助
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－７６－

年号 日本銀行 金融一般

明治39年

(1906年）

3.13公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

２厘引下げ、２銭）

4.11国債に関する法律公布(７月１日施行、

国{H関係事務は日本銀行が取扱う旨定めら

れる）

4.23松絶総裁､蔵相へlE賃維持の方策につき

＿'二申書を拠出

５．１公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

2厘引下げ、１銭８厘)、併せて公定歩合の

体系変更(貸付利子および保証品付手形割

引歩合を①国債を抵当とする貸付利子およ

び国債を保証とする手形割引歩合と②国債

以外を抵当または保証とする貸付・割引利

子歩合とに区分し①を当所商業手形割引歩

合と同率にする）

７．１公定歩合の体系変更(①本支店同一利率

とする②本支店為替の打歩を廃止③国債以

外のものを抵当とする貸付利子およびこれ

を保証とする手形割引歩合に最高最[低を設

けるく１銭９厘～２銭３厘＞、高率適用制

度のはじまり）

7.30横浜正金銀行の満ﾅﾄl向け利付輸出為替

取扱い資金供給のため、同為替の買入手続

を制定

8.20検在部･外事部・調査局を設iiHし検査局

を廃｣上<営業日の海外代理店関係事務を外

事部へ、検査局の調査・統計率務を調査｣hｊ

へ移管）

8.20′l､樽出張所を支店に昇格､同時に北海道

支店を函航出張所にする(札幌111張所は1９

H限り廃止）

8.23蔵相、日本銀行・日本興業銀行・日本勧

業銀行に対し企業熱の高まりを愛噸する旨

内訓

９．６高橋､Ⅲ総裁､外債募架のため３度目の渡

欧出発

１０．１６８月23日の蔵相内ijjI1に対するⅡ本銀行

3.12臨時軍事費予算(第３次､４億5000万円）

公布

3.16Ｕ本興業銀行、対韓国政府融資(1000万

円)につき調印

４．７農工銀行補助法'１'改正法律公布(助成期

限延長）

４．７帝国鉄道会計法公布

4.-来京信託会社、株式会社に改組(愚:初の

株式会社組織信託会社といわれる）

５．８紙幣類似証券取締法公布

5.11陸海乖に属する臨時事件費特別会計終

緒に関する法律公布(40年３月末終結）

5.29国憤規ⅡU公布(７月１日施行）

６．１横浜正金銀行､満州向け低利輸出為替取

扱いを開始

6.25三井銀行､パークレース銀行と極度10万

ポンドの当座借越契約を締結

6.30束京市、五分利付英貨償150万ポンドを

ロンドンで募集する仮契約に調印

８．９横浜市､英貨償32万ポンドをロンドンで

募集する仮契約に調印

9.15横浜正金銀行の関来州.清国における銀

行券発行に関する勅令公布(10月15日施行）



明治39年

－７７－

(1906年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

3.27八幅製鉄所拡張計画(1088万円)･官設

鉄道計画(4228万円)等を盛込んだ明治3９

年度予算力f議会通過

3.31鉄道国有法・京釜鉄道買収法各公布

3.31関税定率法改正法律公布(10月１日施

行、全面改正）

5.11日米著作権保謹条約公布

5.26万国郵便条約調印

６．８南満州鉄道株式会社設立に関する勅

令公布

7.21北海道炭砿鉄道・甲武鉄道・日本鉄

道・岩越鉄道・山陽鉄道・西成鉄道買収

告示

8.10南満州鉄道会社資本金２億円のうち

第１回募集金額2000万円募災期間を９月

10日～10月５日と決定(申込み殺到､株式

投資ブームをあおる）

4．５英国、公定歩合引下げ、４→3.5％（５

月３日４％、６月21日3.5％、９月13日

４％、１０月11日５％、１９日６％）

4.18米国、サンフランシスコ市大地震､保

険会社モラトリアム実施(４月20日まで）

西
園
寺

公
望
（
第
一
次
）

阪
谷
芳
郎

（
第
六
代
）
松

尾
臣

善



－７８－

年号 日本銀行 金融一般

明治39年

(1906年）

の考え方を上申

１２．１０１日鉄道会社債務整理公侭発行規程公布

明治40年

(1907年）

5.14来京鉄道･東京112灯･京浜髄気鉄道の３

杜、日本銀行見返担保品迫力Ⅱにつき調願

5.28名古屋銀行救済のため、愛知･明治両行

保証無担保による特別融通を承認

5.29金銀地金買入規程及地金銀売買取扱手

統を制定

６．１出納局内に地金銀分析所を設極

６．６買収鉄道会社株式を担保品として取扱

うことを決定(11日から実施）

8.25函館市の大火により函航111張所焼失(2８

日業務再開）

１２．４公定歩合引上げ(当所商業手形割引歩合

2厘引上げ、２銭）

1.21束京株式相鳩暴落(日露戦争後の恐慌の

端緒）

2.19名古屋銀行桑名支店に預金取付け発生、

中京地方銀行､b揺

３．８六分利付英貨公個整理のため五分利付

英貨公債2300万ポンドをロンドン・パリで

募集する件に関する勅令公布

3.13韓国における銀行業に関する勅令公布

3.20藤本ビルプローカー、藤本ビルプロー

カー銀行に改組(ビルプローカー銀行の第

1号）

3.29百三十八銀行(静岡県)支払停止(以後、

６月にかけて東京・大分・埼玉・富山・神

奈川･愛知･岐阜等で波状的に預金取付け.

休業が頻発）

7.23Ｈ本興業銀行、南満州鉄道株式会社債

400万ポンドをロンドンで募集(44年１月ま

でに４回、合計1400万ポンド募集）

11.20束京商工銀行･九十二銀行(福井県)支払

停止(弱小銀行の取付け･支払停止再び頻発

化）



明治39年～明治40年

－７９－

(1906年～1907年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

11.26南満州鉄道株式会社設立

3.12帝国鉄道庁官制公布(４月１日施行）

3.15樺太庁官制公布

6.10日仏協約調印

7.24第３次日韓協約調印

7.28日露通商航海条約･日露漁業条約調印

7.30第１回日露協約調印

1０．－銀塊相場暴落

１１．６横浜蚕糸外四品取引所､後場から８日

まで休会

１１．３国際無線遜信条約成立

12.21英国、労働争議法制定

－インド、通貨法公布(銅貨鋳造停止）

1.17英国、公定歩合引下げ、６→５％(４

月11日4.5％、２５日４％、８月15日4.5％、

10月31日5.5％､11月４日６％、７日７％）

3.14ニューヨーク株式市場大暴落

3.14米国、日本人の移民制限法制定

6.15第２回ハーグ平和会議開他(10月18日

まで）

８．７ニューヨーク株式市場､再び大暴落は

じまる

8.31英・仏・露３国協商成立

10.17ニューヨーク、３度目の株価大暴落

(22日、ニッカーボッカー・トラスト会社

の支払停止を皮切りに金融恐慌発生）

10.1７ドイツ、ハンブルグに金触恐慌発生

11.-銀価の動揺により桁国恐慌状態とな

る

西
園
寺

公
望
（
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－８０－

年号 日本銀行 金融一般

明治41年

(1908年）

２．３八王子第七十八銀行臨時休業(各地で弱

小銀行の動揺激化、２月－７月中、判明分

のみでも支払停止23行、預金取付け42行に

及ぶ）

3.31国庫債券整理規程公布(第１回国庫債券

償還のため整理公債を発行）

4.13束京王要銀行、預金協定金利を引上げ

(定期５％→６％）

11.19日本興業銀行、興業債券100万ポンドを

ロンドンで発行(23日、パリでも同額発行）

明治42年

(1909年）

3.15金沢出張所開設

４．１帝国鉄道会計法に基づく預金事務取扱

い開始

2.22束京主要銀行、預金協定金利を引下げ

(定期６％→５％）

３．１８藤本ビルプローカー銀行支払停止

3.22国償の利子所得税免除に関する法律･登

録国憤の担保充用に関する法律各公布

3.22帝国鉄道会計法公布(明治39年の帝国鉄

道会計法廃止）

４．９産業組合法中改正法律公布(９月１日施

行、信用事業を加え、産業組合中央会・同

連合会の設置を認める）

４．９軌道抵当法公布

4.29大阪市、英貨燗308万ポンドをロンドン

で募巣(このころ地力公共団体のﾀHiY募集が



明治４１年～明治42年

－８１－

(1908年～1909年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

4.10日・露、樺太島境界画定書調印

５．５日米仲裁裁判条約調印

5.15第10回衆議院議貝総選挙

７．４西園寺内IMI総辞職

7.14第２次桂内閣成立

8.27束洋拓殖株式会社法公布(12月28日設

立）

8.28新財政計画(財政緊縮・非募債・国債

償還)を閣議決定

10.13戊申詔書発布

１２．１束京米穀商品取引所発足(東京米殻．

東京商品取引所合併）

１２．５鉄道院官制公布施行(鉄道庁廃止）

3.22衆議院､満州租借地に金融機関設立の

建議(議貝提出)を可決

1．２英国、公定歩合引下げ、７→６％(1６

日５％、２３日４％、３月５日3.5％、１９日

３％、５月281212.5％）

1.13滴国、英国・ドイツから借款受入調印

(500万ポンド）

3.1１ドイツ､小切手法公布(４月１日施行）

5.30米国、オールドリッチ・リーランド法

制定(免換銀行券の発行方法改正）

7.24トル。、青年トルコ党の革命おこる

(1876年憲法の復活を承認）

１０．８滴国、英国･フランスから借款受入調

印(500万ポンド）

1.14英国、公定歩合引上げ､2.5→３％（４

月１Ⅱ2.5％、１０月７日３％、１４日４％、

21日５％、１２月９日4.5％）

1.26中米諸国､金為替本位の通貨同盟組織

を決譲

4.19ハンガリー独立

西
園
寺
公
望
（
第
一
次
）

４１

桂
太

郎
〈
第
二
次
）

阪
谷
芳
郎

４

松
田
正
久

桂
太
郎

守
７

（
第
六
代
）
松

尾
臣

善



－８２－

年号 日本銀行 金融一般

明治42年

(1909年） ５．４公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

2厘引下げ、１銭８厘）

8.31公定歩合引下げ(当所商業手形削引歩合

2厘引下げ、１銭６厘）

11.27丞役会において営業年限の30年延長･地

資・特Bll配当を内定

１２．４大蔵省に営業年限延長・増資･特別配当

の内伺いを提出(16日内諾）

12.17政府から①対政府法定貸付金の継続②

国庫金の無手数料取扱い③国憤元利金取扱

手数料の軽減を申入れられる

12.2512月17日の政府申入れの内容を－部修

正(一部の国庫金･大蔵省証券のみ無手数料

とする）したものを受諾決定

活発に行われる）

5.-内務･大蔵･逓信３大臣迎名をもって地

方長官に対し、勤倹貯蓄の奨励と預金部資

金の地方還元放資につき訓令

10.11株式会社三井銀行設立(合名会社から株

式会社に改組、１１月１日開業）

11.23第一銀行､韓国銀行への事務引継ぎ完了

,2.,，三井銀行、単独に預金金利を引下げ(定

期５％→4.5％、各行と実施日折合わず）

明治43年

(1910年）

1.11公定歩合引下げ(当所商業手形割引歩合

2厘引下げ、１銭４厘）

２．４政府から借換公債１億ILl発行に際し、

2500万円は日本銀行が引受け残余を下謂銀

行組合が引受ける形の引受契約締結を命じ

られる

2.19臨時株主総会で営業年限延長(明治45年

10月10日から30年）・墹資(3000万円→6000

万円）・定款改正を可決

2.22営業年限延長・増資の件告示される

３．７公定歩合引下げおよび体系変更(商業手

形割引歩合の当所・他所の区別を廃止し、

従来の当所比１厘引下げ、1銭３厘とする）

1.11束京主要銀行､三井銀行に追随して預金

協定金利を引下げ(定期５％→4.5％）

1.26蔵相､日本銀行および東京所在大銀行首

脳を招梨して国債の俗換えにつき協議(２

月１日まで続行し大阪所在主要銀行も参

加、２月１日、この協議に参加した市中銀

行15行をもってシンジケート＝下諸銀行組

合を組織する）

２．２政府、内国俄借換えに関し、内国債利率

は４％を常態とし一般金利標迦としたい旨

言明

２．５第１回四分利公債規程公布施行(１億

円、１９日募巣開始）

2.22束京主要銀行、預金協定金利を引下げ

（定期4.5％→４％）

3.15第２回四分利公債規程公布施行（１億

円、４月４日募集'111姑）

3.25四分利公債募集取扱い銀行としてシンジ



明治42年～明治43年

（1909年～1910年）

首
相

藺
譽

－８３－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

５．６新ＩＭＩ紙法公布施行(新聞紙条例廃止）

6.25度量衡法施行令公布

７．６政府､近い将来韓国を併合の方針およ

びそのための対韓施設大綱を閣識決定

7.31臨時軍用気球研究会官制公布(高層気

象研究もはじまる）

９．４日・清間で、間島に関する協約(消韓

国境)および満州５案件に関する協約(樵

順・煙台炭鉱の採掘権承認など)に調印

10.26伊藤博文、ハルビンで暗殺される(1１

月４日国葬挙行）

６．７１W国、銀銭紙幣通用規１１Ｉ制定

7.27軸国、韓国銀行条例公布施行

9.2Ｏ英国、職業紹介所法制定(失業保険制

度の先駆）

10.29韓国銀行設立(11月24日開業、第一銀

行の中央銀行業務を継承）

10.-欧州金利上昇

－ドイツ、銀行券の保証発行限度引上

げ、銀行券を法貨とする

１．G英国、公定歩合引下げ､4.5→４％(2０

日3.5％、２月10日３％、３月17日４％

６月２日3.5％､９日３％､９月29日４％、

10月20日５％、１２月１日4.5％）

1．８フランス韓パリ大洪水のためモラトリ

アム実施

３．１フランス、郵便貯金法制定

３．５米国、郵便貯金法制定(1911年１月３

日実施）

桂
太

郎
（
第
二
次
）

桂
太
郎

（
第
六
代
）
松

尾
臣

善



－８４－

年号 日本銀行 金融一般

明治43年

(1910年）

3.12衆議院､国庫金取扱いに関し金庫制度を

改め預金制度とするための準備を要諦する

建議を可決

3.22下請銀行組合からの四分利公憤市場価

格維持に関する願い出を承認

１０．４取引先511貸出予算在定のため取りl先信

用状況報告(銀行調評)徴求につき各店へ通

途

10.28横浜正金銀行とのＩＨＩにスイス･ベルギー

両国に復代理店を設置する約定締結

ケート銀行15行のほかに33行を加える

４．１郵便貯金金利引下げ(5.04％→4.2％）

４．４日本勧業銀行法中改正･農工銀行法中改

正・北海道拓殖銀行法中改正の各法律公布

(いずれも６月１日施行､漁業権抵当貸付の

実施など）

４．６台湾銀行法中改正法律公布(保証発行限

度引上げ）

4.25四分利付仏貨公憤４侭5000万フランを

パリで蕪災する契約成立(30日､四分利付仏

賃公債発行規程公布）

５．４政府､横浜正金銀行に満州金融機関の任

務遂行を命じ､営業拡張資金として300万円

の融通を通達

５．５大蔵省内に預金制度調査会を設徽(日本

銀行との合議により国庫預金制度に関する

調在研究を開始）

５．５四分利付英貨公債1100万ポンドをロン

ドンで募集する契約成立(６日､第３回四分

利付英貨公債発行規程公布）

6.3Ｏ北海道拓殖銀行､高利債券の低利書換え

のため債券500万円を英国において発行

７．１横浜正金銀行､満lﾄﾄ|で長期貸付業務を開

姑

7.-市中手形割引金利１銭を割る

明治44年

(1911年）



明治43年～明治44年

－８５－

(1910年～1911年）

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

総
裁

日
本
銀
行

4.13外国人の土地所有に関する法律公布

4」５関税定率法改正公布(44年７月17日施

行、欧米諸国との通商条約による協定税

率を廃し関税自主梅を確立）

4.21漁業法改正公布(44年４月１日施行、

漁業権の物権化､漁業組合連合会設置等）

4.29沖縄県諸禄処分法公布

5.25大逆事件発覚(爆発物製造容疑で検挙

はじまる）

７．４第２回日露協約調印

7.17日英通商航海条約など14対外条約を

無効とすることにつき各国へ通告

8.22緯国併合に関する日韓条約調印

ａ２９軸国併合に関する詔書発布

8.29韓国の国号を改め朝鮮と称する件､朝

鉾総督府設置に関する件などIEI韓併合関

係諸法令公布

11.12漁業組合今公布(44年４月１日施行）

12.24皇室財産令公布(45年１月１日施行）

1.18大審院、幸徳枇水ら大逆事件判決

3.297ランス、保護関税法制定

4.16滴国、幣制則例制定

5.14日英博覧会、ロンドンで開催(10月２９

日まで）

5.16滴国､大消銀行に紙幣発行独占権付与

5.31南アフリカ連邦、英国自治領となる

9.28滴国、英国・ドイツと第２次借款受入

れ調印(480万ポンド）

10.27米国財団､消国と満州幣制実業借款協

定調印(5000万ドル）

11.１０ロンドンで災・米・独・仏４か国借款

団、滴国鉄道投資への平等参加を協定

1.26英国、公定歩合引下げ､4.5→４％（２

月１６日3.5％、３月９日３％、９月21日

桂
太

郎
（
第
二
次
）

桂
太
郎

（
第
六
代
）

松
尾

臣
韓ロ



－８６－

年号 日本銀行 金融一般

明治44年

(1911年）

4.29政府から旧韓国貨幣条例による貨幣の

回収を命じられる

5.23外国金貨買入れ対象を拡大し､買入金貨

の鍍軽標準麺目を定める(従来の英・米.

独・仏・露５か国のほか、ラテン貨幣lii]盟

国および英･仏･独各植民地金貨を加える）

5.29大蔵大臣・次官・日本銀行正1Hill総裁、正

貨問題について協議

６．１松尾総裁辞任､第７代総裁に商橋避清が

就任

６．１外事部廃止(営業局に統合）
６．１京部・福島・広島・函館・金沢の各出張

所を支店に昇格

７．１横浜正金銀行に対する外国為替手形再割

引を廃止し､外国為替手形引当貸付金を実施

7.-高橋総裁､正貨準備維持に関する上申書

を政府に提出

8.10政府･日本銀行首脳による正貨会議を再

度開伽し、同行上申響の方針を確認

9.27公定歩合引上げ(商業手形割引歩合２厘

引上げ、１銭５厘）

10.10政府から減債基金による公債貫入鉗却

取扱いを令達される

１１．４高低利率適用に関する手続および貸出

標準定め方に関する手続を各店に通達(4５

年１月から実施）

2.16横浜正金銀行､政府から満州以外の在消

各店においても特別貸付実施を命じられる

3.23期鮮事業公憤法公布

3.24日本勧業銀行法中改正･農工銀行法中改

正の２法律公布(制限付き市街地貸付､産業

組合･同連合会への無抵当貸付の実施など）

3.24日本興業銀行法中改正法律公布(宅地建

物担保貸付実施）

3.24北海道拓殖銀行法中改正法律公布(拓殖

事業地に樺太を追加､無抵当貸付実施など）

3.24横浜正金銀行､清国政府鉄道公償1000万

円を引受け、本邦で募集する契約調印

3.29期群銀行法公布(８月15日施行）

４．１貨幣法を台湾と樺太に､銀行条例を樺太

に施行

4.-増田ビルプローカー銀行設立

7.-預金部､小農工業者救済を目的に農工債

券452万円を引受け

10.23大蔵次官､地方長官に対し今後人口10万

人以上の市街地に新設する普通銀行の資本

金は原HＩ100万円以上､半額以上払込みとす

る旨通達



明治44年

(1911年）

－８７－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

鋒
裁

日
本
銀
行

２．１速達郵便親Hﾘ公布(２月11日施行）

2.21日米通商航海条約調印(はじめて関税

自主権を確立）

3.29工場法公布(大正５年９月１日施行）

3.29蚕糸業法公布(45年１月１日施行）

3.30遮気事業法公布(10月１日施行）

４．３日英通商航海条約調印

5.19日本･スウェーデン通商航海条約調印

６．１日露逃亡犯罪人引渡条約調印

6.16日本・ノルウェー通商航海条約･特別

相互関税条約調印

6.24日独通商航海条約･特別相互関税条約

調印

7.13第３回日英同盟協約調印

8.19日仏通商暫定取極･日仏通商航海条約

調印

8.25桂内閣総辞職

8.30第２次西圃寺内閣成立

４％）

4.15消国、英・米・独・仏４か国借款団と

通貨制度改革のための借款協定調印(１

０００万ポンド）

5.20ii1i国､４か国借款団と鉄道建設のため

の借款協定調印(600万ポンド）

７．１第２次モロッコ事件おこる

9.29イタリア・トルコ間紛争おこる（トリ

ポリ戦争）

10.10滴国、辛亥革命はじまる

1２．－オーストラリア、豪州連邦銀行設立

桂
太

郎
（
第
二
次
）

趣
西
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寺
公
望
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二
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郎
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－８８－

年号 日本銀行 金融一般

明治45年

＝大正元年

(1912年）

１．１国債を抵当とする貸付利子歩合および

国債を保証とする手形割引歩合にも最高股

低率を設け現行利率(１銭５厘)を股低とし

最高を３厘商とする(公表は肢低利率のみ）

２．７公定歩合引上げ(商業手形割引歩合１厘

引上げ、１銭６厘）

2.16高橋総裁､銀行倶楽部の銀行家懇親会で

演説、この減税を発端として物価と通貨量

との因果関係についての議論が活発化

３．９貸出標準および高率適用手続の実施に

伴い､営業予算網成手続を上期限り廃止(こ

れにより取引先別貸出極度制限は撤廃さ

れ、半期貸出段高見込額を別途提出する扱

いに改められた＝新予算制度)の旨各店に

通知

１０．２公定歩合引上げ(商業手形割りl歩合１厘

引上げ、１銭７厘）

11.14公定歩合引上げ〈商業手形割引歩合１厘

引上げ、１銭８浬）

１．１帖)保轡社設立(安田財閥の持株会社）

１．１株式会社安田銀行(明治44年８月設立)、

合名会社安田銀行を合併形式により継承し

開業

１．６京都市、五分利付仏貨憤500万フランを

パリで募災

1.16来京主要銀行、預金協定金利を引上げ

(定期４％→５％）

2.22束京巾、五分利付英貨償517万ポンドと

五分利付仏貨憤１億88万フランを英・米．

仏で募集

2.23株式会社住友銀行設立(個人経営から株

式会社に改組、４月１Ⅱ開業）

３．１消国事件費支弁に関する法律公布施行

3.13下請銀行組合解散

４．８日本勧業銀行法中改正･農工銀行法中改

正･北海道拓殖銀行法中改正各法律公布(い

ずれも15日施行､小額債券の発行を認める）

4.15横浜市､五分利付英貨債12万ポンドをロ

ンドンで募集

6.1Ｂ横浜正金銀行、政府の命により露.英．

仏・独・米とともに対中国借款の６国財団

に参加

７．３Ｆ１仏銀行設立(資本金1000万円中６割を

フランス、４割を日本が出資、東京支店1１

H26H開業）

11.21来京主要銀行、預金協定金利を引上げ

(定期５％→６％）

大正２年

(1913年）

１．６制限外発行税率引上げ(年５％→６％）

2.20高橋総裁辞任(大蔵大臣に就任）

2.28第８代総裁に三烏弥太郎が就任



明治４５年＝大正元年～大正２年

（1912年～1913年）

－８９－

政治・経済等 海外
首
相

大
蔵
大
臣

藤
本
銀
謡

2.12日本・デンマーク通商航海条約・特別

相互関税条約調印

5.15第１１回衆議貝議貝総選挙

７．６日蘭通商航海条約調印

７．６第５回オリンピック(ストックホル

ム)に日本初参力Ⅱ

７．８第３回日露協約調印

7.30明治天皇崩御、大正と改元

9.26恩赦今・大赦令公布施行

10.28日本とオーストリア＝ハンガリーと

の通商航海条約調印

11.25日伊通商航海条約調印

１２．５西園寺内IMI総辞職

12.21第３次桂内閣成立

1.21議会停会(政権問題をめ〈･I)衆議院紛

糾、実質的に２月12日まで伸会つづき、

護憲を唱える民衆デモ過激化）

2.11桂内閣総辞職

2.20第１次山本権兵術内閣成立

１．１孫文､南京賎時政府樹立、中華民国成

立を宣言

2．８英国、公定歩合引下げ、４→3.5％（５

月９日３％、８月29日４％、１０月ｌ７Ｅｌ

５％）

2.121'2国、澗朝滅亡(清国干孤化）

10.17プルガリア・セルビア・ギリシャとト

ルコ間に戦争ぼっ発(第１次バルカン戦争）

西
園
寺

公
望
（
第
二
次
）

狸
桂
太
郎
（
第
三
次
）

2.20

山
本
達
雄

理
若
槻
礼
次
郎

２．２，

（
第
七
代
）
高

橋
是

消

２．２８
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